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規 則  

 

 横 浜 生 活 利 便 機 能 誘 導 低 層 住 居 地 区 建 築 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

横 浜 市 規 則 第 51 号  

   横 浜 生 活 利 便 機 能 誘 導 低 層 住 居 地 区 建 築 条 例 の 施 行 期 日  

   を 定 め る 規 則  

 横 浜 生 活 利 便 機 能 誘 導 低 層 住 居 地 区 建 築 条 例 （ 令 和 ６ 年 ２ 月 横 浜

市 条 例 第 １ 号 ） は 、 令 和 ６ 年 ５ 月 24 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 行 政 サ ー ビ ス コ ー ナ ー 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 52 号  

   横 浜 市 行 政 サ ー ビ ス コ ー ナ ー 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 行 政 サ ー ビ ス コ ー ナ ー 規 則 （ 平 成 ４ 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 25

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 １ 号 中 「 ） の 謄 本 及 び 抄 本 」 の 次 に 「 （ 戸 籍 法 （ 昭 和 22

年 法 律 第  224 号 ） 第  120 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り す る 請 求

に 係 る も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。  

 別 表 第 ２ の ２ 中 「 住 民 票 の 写 し 」 の 次 に 「 （ 当 該 住 民 票 か ら 除 か

れ た 者 に 関 す る 事 項 又 は 住 民 票 コ ー ド の 記 載 が あ る も の を 除 く 。 ）

」 を 、 「 住 民 票 記 載 事 項 証 明 書 」 の 次 に 「 （ 当 該 証 明 書 に 係 る 住 民

票 か ら 除 か れ た 者 に 関 す る 事 項 又 は 住 民 票 コ ー ド に つ い て 証 明 す る

も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 表 中 ３ を ４ と し 、 ２ の 次 に 次 の よ う に

加 え る 。  

 ３  住 民 票 の 写 し （ 当 該 住 民 票 か ら 除 か れ た 者 に 関 す る 事 項 又 は

住 民 票 コ ー ド の 記 載 が あ る も の に 限 る 。 ） 及 び 住 民 票 記 載 事 項 証 明

書 （ 当 該 証 明 書 に 係 る 住 民 票 か ら 除 か れ た 者 に 関 す る 事 項 又 は 住 民

票 コ ー ド に つ い て 証 明 す る も の に 限 る 。 ）  

 受 付 日     受 付 時 間  交 付 時 間  

月 曜 日 か ら

金 曜 日 ま で  

午 前 ７ 時 30 分 か ら 午 後

７ 時 ま で  

受 付 時 以 降  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 ５ 月 26 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 第

１ 号 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 保 健 所 長 委 任 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 53 号  

   横 浜 市 保 健 所 長 委 任 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 （ 横 浜 市 保 健 所 長 委 任 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 保 健 所 長 委 任 規 則 （ 平 成 19 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 31 号

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 27 項 第 24 号 中 「 第 ９ 条 第 ４ 項 」 を 「 第 ９ 条 第 ５ 項 」 に 改 め る  

 。  

  第 50 項 第 ４ 号 中 「 第 38 条 第 ２ 項 」 を 「 第 53 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、

同 項 第 ５ 号 中 「 第 38 条 第 ５ 項 」 を 「 第 53 条 第 ５ 項 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 食 肉 衛 生 検 査 所 長 委 任 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 食 肉 衛 生 検 査 所 長 委 任 規 則 （ 昭 和 45 年 10 月 横 浜 市 規

則 第  119 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ 項 第 ８ 号 中 「 及 び 同 項 第 ４ 号 の 規 定 に よ る 警 告 」 を 削 り 、

同 項 第 ９ 号 中 「 警 告 及 び 」 を 削 る 。  

  第 ５ 項 第 ４ 号 中 「 第 38 条 第 ２ 項 」 を 「 第 53 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、

同 項 第 ５ 号 中 「 第 38 条 第 ５ 項 」 を 「 第 53 条 第 ５ 項 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 食 品 衛 生 検 査 所 長 委 任 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 食 品 衛 生 検 査 所 長 委 任 規 則 （ 平 成 ６ 年

７ 月 横 浜 市 規 則 第 62 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ３ 号 エ 中 「 第 38 条 第 ２ 項 」 を 「 第 53 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 同 号

オ 中 「 第 38 条 第 ５ 項 」 を 「 第 53 条 第 ５ 項 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第  201 号  

   横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 告 示 内 容 の 変  

   更  

 横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 25 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 34 号 ） 第 29 条 の ４ の

３ の 規 定 に よ る 控 除 対 象 寄 附 金 に つ い て 、 そ の 告 示 し た 内 容 に 次 の

と お り 変 更 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定 （ 平 成 21 年 ２ 月 横

浜 市 告 示 第 43 号 ） に よ り 告 示 し た 内 容 の 変 更  

変 更 年 月

日  

法 人 又 は 団 体

の 名 称  

主 た る 事 務 所 又

は 事 業 所 の 所 在

地  

寄 附 金 税 額 控 除 の 対

象 と な る 日 又 は 期 間  

令 和 ６ 年  

４ 月 10 日  

特 定 非 営 利 活

動 法 人 神 奈 川

子 ど も 未 来 フ

ァ ン ド  

中 区 新 港 二 丁 目

２ 番 １ 号  

(新) 平 成 20 年 １ 月 １ 日

か ら 令 和 11 年 ３ 月 31

日 ま で  

(旧) 平 成 20 年 １ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 31

日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  202 号  

   横 浜 市 瀬 谷 区 総 合 庁 舎 駐 車 場 使 用 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 横 浜 市 瀬 谷 区 総 合 庁 舎 駐 車 場 使 用 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お

り 委 託 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

株 式 会 社 ハ リ マ ビ

ス テ ム  

代 表 取 締 役  

 免  出  一  郎  

西 区 み な と み ら い 二

丁 目 ２ 番 １ 号  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ７ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  203 号  

   家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・  

   確 認  

 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第  164 号 ） 第 34 条 の 15 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 43 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

施 設 種 別  小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型  

施 設 名 称  ア ス ノ ス ひ ら と 保 育 園 東 戸 塚  

設 置 者  学 校 法 人 横 浜 平 成 学 園  

所 在 地  戸 塚 区 品 濃 町  516 番 地 の ８  

 

 



                     横 浜 市 報  定期第 167 号 令和６年５月24日 

10 

横 浜 市 告 示 第   204 号  

   家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 ・ 確 認  

   辞 退  

 児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 23 年 厚 生 省 令 第 11 号 ） 第 36 条 の 37 第 ２

項 及 び 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 48 条 の 規 定

に よ り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 を 承 認 し

、 確 認 の 辞 退 を 受 理 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月 日  令 和 ６ 年 ３ 月 31 日  

確 認 辞 退 年 月 日  令 和 ６ 年 ３ 月 31 日  

施 設 種 別  小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型  

施 設 名 称  シ ェ ・ マ マ ン 保 育 室  

設 置 者  有 限 会 社 松 岡  

所 在 地  戸 塚 区 品 濃 町  548 番 地 の 12  
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横 浜 市 告 示 第  205 号  

   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 指 定 及 び 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に  

よ り 、 次 の と お り 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 を 指 定 し 、 収 納 事 務 を 委 託 し  

た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称  

  富 士 建 設 工 業 株 式 会 社  

２  指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 事 務 所 の 所 在 地  

  新 潟 市 北 区 島 見 町  3,307 番 地 の 16  

３  指 定 公 金 事 務 取 扱 者 に 委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入  

  横 浜 市 戸 塚 斎 場 小 動 物 焼 却 施 設 使 用 料 及 び 手 数 料  

４  指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 指 定 を し た 日  

  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

５  収 納 事 務 の 委 託 を し た 日  

  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  
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横 浜 市 告 示 第  206 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 医 療 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

指 定 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 １ 月 １ 日  抱 星 デ ン タ ル ク リ ニ

ッ ク  

保 土 ケ 谷 区 天 王 町 １

丁 目 15 番 地 の ５  

令 和 ６ 年 ２ 月 １ 日  港 南 ひ ふ 科 医 院  港 南 区 上 大 岡 東 一 丁

目 ９ 番 ５ 号  

令 和 ６ 年 ２ 月 26 日  ク リ エ イ ト 薬 局 上 永

谷 駅 前 店  

港 南 区 丸 山 台 一 丁 目

14 番 ６ 号  

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日  ひ ま わ り 薬 局  南 区 別 所 三 丁 目 ８ 番

３ 号  

 同  み ら い 在 宅 若 葉 台 診

療 所  

旭 区 若 葉 台 一 丁 目 ３

番  

 同  Ｏ Ｆ Ｆ Ｉ Ｃ Ｅ 『 Ｅ ｜

Ｒ 』 横 浜 歯 科 診 療 所  

都 筑 区 中 川 中 央 一 丁

目 ２ 番 11 号  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  わ か た け ク リ ニ ッ ク  神 奈 川 区 平 川 町 ４ 番

地 の １  

 同  横 浜 関 内 フ ァ ミ リ ー

ク リ ニ ッ ク  

中 区 長 者 町 ４ 丁 目 11

番 地 の ７  

 同  横 浜 日 ノ 出 町 呼 吸 器

内 科 ・ 内 科 ク リ ニ ッ

ク  

中 区 日 ノ 出 町 １ 丁 目

30 番 地 の ４  

 同  横 浜 や ま て 耳 鼻 咽 喉

科  

中 区 大 和 町 ２ 丁 目 48

番 地 の ７  

 同  よ こ は ま す み れ 皮 ふ

科  

保 土 ケ 谷 区 宮 田 町 １

丁 目 ５ 番 地 の 10  

 同  お う ち 診 療 所 二 俣 川  旭 区 万 騎 が 原 34 番 地

の ９  

 同  若 葉 台 泌 尿 器 科 ク リ

ニ ッ ク  

旭 区 若 葉 台 二 丁 目 22

番  106 号  

 同  び す け っ と ク リ ニ ッ

ク  

港 北 区 菊 名 四 丁 目 ４

番 22 号  

 同  横 浜 綱 島 フ ォ レ ス ト  港 北 区 綱 島 西 二 丁 目   
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 在 宅 ク リ ニ ッ ク  ７ 番 ３ 号  

 同  横 浜 綱 島 フ ォ レ ス ト

消 化 器 内 科 ・ 内 視 鏡

ク リ ニ ッ ク  

港 北 区 綱 島 東 一 丁 目

９ 番 10 号  

 同  季 喜 ホ ー ム ク リ ニ ッ

ク 新 横 浜  

港 北 区 大 豆 戸 町 1,16  

8 番 地 の ２  

 同  鴨 居 整 形 外 科  緑 区 鴨 居 三 丁 目 １ 番

３ 号  

 同  ウ ェ ル ビ ー 薬 局 十 日

市 場 店  

緑 区 十 日 市 場 町  803  

番 地 の ２  

 同  地 域 ・ 総 合 ク リ ニ ッ

ク 十 日 市 場  

緑 区 十 日 市 場 町  819  

番 地 の ３  

 同  長 津 田 厚 生 ク リ ニ ッ

ク  

緑 区 長 津 田 四 丁 目 23

番 １ 号  

 同  仲 町 台 メ ン タ ル ク リ

ニ ッ ク  

都 筑 区 仲 町 台 一 丁 目

27 番 ７ 号  

 同  仲 町 台 駅 前 歯 科  都 筑 区 仲 町 台 一 丁 目

32 番 ４ 号  

 同  コ コ カ ラ フ ァ イ ン 薬

局 東 戸 塚 店  

戸 塚 区 品 濃 町  516 番

地 の 11  

 同  東 戸 塚 眼 科 ク リ ニ ッ

ク  

戸 塚 区 品 濃 町  516 番

地 の 11  

 同  東 戸 塚 耳 鼻 咽 喉 科 ク

リ ニ ッ ク  

戸 塚 区 品 濃 町  516 番

地 の 11  

 同  横 浜 き く ち 内 科 ・ 糖

尿 病 ク リ ニ ッ ク 東 戸

塚 院  

戸 塚 区 品 濃 町  516 番

地 の 11  

 同  メ デ ィ カ ル パ ー ク 戸

塚  

戸 塚 区 戸 塚 町 16 番 地

の １  

 同  岩 間 歯 科  戸 塚 区 戸 塚 町  4,887  

番 地 の ９  

 同  コ コ カ ラ フ ァ イ ン 薬

局 ゆ め が 丘 店  

泉 区 下 飯 田 町  1,611  

番 地 の １  

 同  ク リ エ イ ト 薬 局 泉 新

橋 町 店  

泉 区 新 橋 町  859 番 地

の １  

令 和 ６ 年 ４ 月 10 日  オ リ ー ブ 薬 局 山 手 店  中 区 大 和 町 ２ 丁 目 32

番 地 の ４  

令 和 ６ 年 ４ 月 23 日  イ オ ン 薬 局 横 浜 高 田

店  

港 北 区 高 田 西 一 丁 目

１ 番 47 号  
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令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日  た け の こ メ デ ィ カ ル

パ ー ク 分 院 内 科 ・ 消

化 器 ・ 内 視 鏡 ク リ ニ

ッ ク  

青 葉 区 青 葉 台 二 丁 目

９ 番 地 の ２  

 同  い そ べ 歯 科 医 院  泉 区 弥 生 台 25 番 地 の

１  

２  指 定 訪 問 看 護 事 業 者  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ６ 年

１ 月 １ 日  

一 般 社 団 法

人 愛 楽 圓   

磯 子 区 丸 山

一 丁 目 15 番

１ 号  

あ い 訪 問 看 護

・ リ ハ ビ リ ス

テ ー シ ョ ン 特

別 支 援 セ ン タ

ー  

中 区 松 影 町 ３

丁 目 11 番 地 の

２  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

株 式 会 社 Ｓ

Ｈ Ｉ Ｍ Ａ Ｍ

Ｏ Ｎ  Ｄ Ｅ

Ｓ Ｉ Ｇ Ｎ  

中 区 山 下 町  

 219 番 地  

Ｙ Ｏ Ｋ Ｏ Ｈ Ａ

Ｍ Ａ 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン  

中 区 山 下 町 21  

9 番 地  
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横 浜 市 告 示 第  207 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

青  木  春  香  は り ・ き ゅ う ・

マ ッ サ ー ジ グ ッ

ド ラ イ フ サ ポ ー

ト  

神 奈 川 区 七 島 町 10  

6 番 地 の ７  

 同  渥  見  建  太   同   同  

令 和 ６ 年

５ 月 １ 日  

勝  呂  由 美 子  あ ぷ り こ っ と は

う す 治 療 院  

鶴 見 区 北 寺 尾 一 丁

目 ３ 番 ５ 号  

 同  新  井  明  子  木 花 鍼 灸 マ ッ サ

ー ジ 室  

鶴 見 区 駒 岡 三 丁 目

34 番 ３ 号  

 同  三  宮  久  知  き く な 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院  

神 奈 川 区 西 寺 尾 二

丁 目 24 番 ２ 号  

 同  赤  澤  浩 二 郎  訪 問 は り き ゅ う

マ ッ サ ー ジ メ ッ

ク 治 療 院  

中 区 日 ノ 出 町 １ 丁

目 76 番 地 の １  

 同  深  海  綾  子  開 設 な し  港 南 区 丸 山 台 一 丁

目 16 番 27 号  

 同  岩  谷  紘  大  訪 問 鍼 灸 マ ッ サ

ー ジ 笑 楽  

港 北 区 大 豆 戸 町 42  

8 番 地  

 同  古  谷  直  樹  は り ・ き ゅ う ・

マ ッ サ ー ジ み ど

り の 風 横 浜 青 葉  

青 葉 区 田 奈 町 13 番

地 の 10  

 同  齊  藤  恵  美  さ く ら 鍼 灸 院 戸

塚 院  

戸 塚 区 吉 田 町  884  

番 地  

 同  森    正  太  弥 生 台 い ち ら く

鍼 灸 院  

泉 区 弥 生 台 51 番 地

の ９  

 同  森    正  太  弥 生 台 い ち ら く

接 骨 院  

泉 区 弥 生 台 51 番 地

の ９  

 同  深  尾  波 留 香  は り ・ き ゅ う ・

あ ん 摩 マ ッ サ ー

ジ Ｋ Ｅ ｉ Ｒ Ｏ Ｗ  

東 京 都 世 田 谷 区 宇

奈 根 ３ 丁 目 ３ 番 ３

号   
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  二 子 玉 川 ス テ ー

シ ョ ン  
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横 浜 市 告 示 第  208 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

変 更 年 月

日  

    名  称      所 在 地  

令 和 ５ 年

10 月 １ 日  

(新) Ｓ ｏ ｌ ａ Ｃ ｌ ｉ ｎ ｉ ｃ  都 筑 区 北 山 田 二 丁 目 ２ 番

１ 号  (旧) Ｂ ｉ ｒ ｔ ｈ ＆ Ｌ ａ ｄ ｉ

ｅ ｓ ’ Ｃ ｌ ｉ ｎ ｉ ｃ Ｓ ｏ

ｌ ａ  

令 和 ６ 年

２ 月 １ 日  

(新) ユ ニ ス マ イ ル 薬 局 か た

く ら 店  

神 奈 川 区 片 倉 一 丁 目 16 番

10 号  

(旧) か た く ら 薬 局  

 同  (新) ユ ニ ス マ イ ル 薬 局 浦 舟

店  

南 区 浦 舟 町 １ 丁 目 １ 番 地

の 24  

(旧) あ け ぼ の 薬 局 浦 舟 店  

 同  (新) ユ ニ ス マ イ ル 薬 局 貝 の

坂 店  

都 筑 区 川 和 町  104 番 地  

(旧) な か じ ま 薬 局 貝 の 坂 店  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

(新) み よ の 台 薬 局 三 ツ 沢 店  神 奈 川 区 三 ツ 沢 下 町 12 番

５ 号  (旧) 志 宝 薬 局 三 ツ 沢 店  

 同  (新) 日 本 調 剤 横 浜 山 手 薬 局  中 区 大 和 町 １ 丁 目 ６ 番 地

の ４  (旧) な な ほ し 薬 局 山 手 駅 前

通 り 店  

 同  (新) 日 本 調 剤 日 吉 薬 局  港 北 区 箕 輪 町 一 丁 目 24 番

９ 号  (旧) な な ほ し 薬 局 日 吉 店  

令 和 ６ 年

３ 月 ６ 日  

(新) つ か さ 薬 局 中 山 店  緑 区 中 山 一 丁 目 22 番 23 号  

(旧) つ か さ 薬 局  

２  変 更 訪 問 看 護 事 業 者 等  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ５ 年  株 式 会 社 す  鶴 見 区 寺 谷  (新) 母 と 子 の 訪  鶴 見 区 寺 谷 二  
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４ 月 １ 日  ま い る ま ま  二 丁 目 15 番  問 看 護 め ぐ み  丁 目 15 番 18 号  

  18 号  (旧) 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン め

ぐ み  

 

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

株 式 会 社 Ｏ

Ａ 総 研  

東 京 都 新 宿

区 西 新 宿 １

丁 目 22 番 ２

号  

(新) ナ ー ス ス テ

ー シ ョ ン メ ヴ

ィ ア ン 横 浜 上

大 岡  

港 南 区 大 久 保

三 丁 目 ５ 番 53

号  

(旧) Ｏ Ｈ Ｉ Ｓ Ａ

Ｍ Ａ ナ ー ス ス

テ ー シ ョ ン 横

浜 上 大 岡  
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横 浜 市 告 示 第  209 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た  

。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

平 成 27 年

９ 月 １ 日  

田  中  賞  治  (新) あ さ ひ 堂 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院  

港 北 区 日 吉 本 町 二

丁 目 46 番 16 号  

(旧) あ さ ひ 堂 治 療

院  

令 和 ６ 年

３ 月 22 日  

松  川    蘭  (新) 株 式 会 社 Ｈ Ａ

Ｓ Ｃ 事 業 団 さ く

ら 訪 問 マ ッ サ ー

ジ  

(新) 神 奈 川 区 沢 渡 １

番 地 の ２  

(旧) イ ル カ 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ 院 糀 谷  

(旧) 東 京 都 大 田 区 西

糀 谷 ４ 丁 目 ３ 番 ７

号  

令 和 ６ 年

３ 月 26 日  

大  嶋  和  成  (新) 開 設 な し  (新) 緑 区 長 津 田 五 丁

目 ２ 番 27 号  

(旧) ク ロ ー バ ー マ

ッ サ ー ジ 治 療 院  

(旧) 都 筑 区 す み れ が

丘 13 番 地 の ６  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

小  泉  光  平  (新) 戸 塚 あ お ば 整

骨 院  

(新) 戸 塚 区 戸 塚 町 10

番 地  

(旧) 港 南 台 あ お ば

整 骨 院  

(旧) 港 南 区 港 南 台 九

丁 目 １ 番 ２ 号  

 同  大  野  龍  一  (新) 自 由 が 丘 あ お

ば 整 骨 院  

(新) 東 京 都 目 黒 区 自

由 が 丘 １ 丁 目 ９ 番

４ 号  

(旧) 戸 塚 あ お ば 整

骨 院  

(旧) 戸 塚 区 戸 塚 町 10

番 地  
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横 浜 市 告 示 第  210 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

廃 止 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ５ 年 12 月 27 日  タ カ オ メ デ ィ カ ル ク

リ ニ ッ ク  

保 土 ケ 谷 区 帷 子 町 ２

丁 目 85 番 地  

令 和 ５ 年 12 月 31 日  Ａ Ｂ 薬 局  磯 子 区 西 町 15 番 ７ 号  

令 和 ６ 年 1 月 31 日  港 南 ひ ふ 科 医 院  港 南 区 上 大 岡 東 一 丁

目 ９ 番 ５ 号  

 同  松 岡 ク リ ニ ッ ク  緑 区 中 山 一 丁 目 ５ 番

８ 号  

令 和 ６ 年 ２ 月 25 日  ク リ エ イ ト 薬 局 上 永

谷 駅 前 店  

港 南 区 丸 山 台 一 丁 目

15 番 28 号  

令 和 ６ 年 ２ 月 26 日  大 関 薬 局  港 北 区 日 吉 本 町 四 丁

目 11 番 ２ 号  

令 和 ６ 年 ２ 月 29 日  有 限 会 社 ひ ま わ り 薬

局  

南 区 別 所 三 丁 目 ８ 番

３ 号  

 同   医 療 法 人 社 団 湘 仁 会

二 俣 川 ア イ 眼 科  

旭 区 二 俣 川 １ 丁 目 ４

番 地 の １  

 同  若 葉 台 診 療 所  旭 区 若 葉 台 一 丁 目 ３

番  115 号  

 同  よ こ は ま ク リ ニ ッ ク  緑 区 十 日 市 場 町  849  

番 地 の ６  

 同  ひ ば り 薬 局 東 本 郷 店  緑 区 東 本 郷 一 丁 目 ２

番 11 号  

 同  セ ン タ ー 南 デ ン タ ル

オ フ ィ ス  

都 筑 区 茅 ケ 崎 南 五 丁

目 １ 番 53 号  

 同  東 戸 塚 ホ ー ム ケ ア ク

リ ニ ッ ク  

戸 塚 区 川 上 町  177 番

地 の １  

令 和 ６ 年 ３ 月 10 日  上 飯 田 デ ン タ ル ク リ

ニ ッ ク  

泉 区 上 飯 田 町  2,653  

番 地 の ６  

令 和 ６ 年 ３ 月 11 日  す ず き 歯 科 口 腔 外 科  緑 区 長 津 田 四 丁 目 ５

番 ４ 号   
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令 和 ６ 年 ３ 月 31 日  な の 花 薬 局 横 浜 本 郷

町 店  

中 区 本 郷 町 ２ 丁 目 45

番 地 の ３  

 同  も り 小 児 科  港 南 区 港 南 台 三 丁 目

３ 番 １ 号  
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横 浜 市 告 示 第  211 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た  

。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ３ 年

２ 月 １ 日  

村  田  満 洲 男  治 療 院 こ こ ろ ぎ  金 沢 区 泥 亀 二 丁 目

８ 番 18 号  

令 和 ５ 年

11 月 30 日  

恩  田  淳  史  ゆ う き 堂 た か つ

治 療 院  

港 北 区 高 田 西 五 丁

目 40 番 19 号  
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横 浜 市 告 示 第  212 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 指 定 の 辞 退  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 に 次 の と お り そ の 指 定 の 辞 退 が あ っ た  

。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

辞 退 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 ２ 月 １ 日  馬 車 道 慶 友 ク リ ニ ッ

ク  

中 区 海 岸 通 ５ 丁 目 25

番 地 の ２  

令 和 ６ 年 ３ 月 25 日  井 上 耳 鼻 咽 喉 科  南 区 別 所 三 丁 目 ８ 番

３ 号  

令 和 ６ 年 ４ 月 ２ 日  ピ ュ オ ー ル デ ン タ ル

ク リ ニ ッ ク 横 濱 関 内  

中 区 常 盤 町 ２ 丁 目 11

番 地 の １  

令 和 ６ 年 ４ 月 30 日  津 崎 小 児 科  鶴 見 区 豊 岡 町 38 番 32

号  

 同  な の は な 歯 科 ク リ ニ

ッ ク  

緑 区 鴨 居 四 丁 目 ３ 番

15 号  
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横 浜 市 告 示 第  213 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 介 護 機 関 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 介 護 機 関

と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

中  村  昌  人  港 北 区 高 田

西 一 丁 目 16

番 20 号  

中 村 歯 科 医

院  

港 北 区 高 田

西 一 丁 目 16

番 20 号  

２  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事

業 所 の 名 称  

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

中  村  昌  人  港 北 区 高 田

西 一 丁 目 16

番 20 号  

中 村 歯 科 医

院  

港 北 区 高 田

西 一 丁 目 16

番 20 号  
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横 浜 市 告 示 第  214 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

株 式 会 社 プ

レ ア デ ス  

南 区 庚 台 22

番 地  

(新) 訪 問 介 護 Ｈ

Ｓ ひ な  

南 区 庚 台 22 番

地  

(旧) ケ ア セ ン タ

ー す ば る  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

株 式 会 社 ア

カ リ エ  

(新) 港 南 区 上

大 岡 西 一 丁

目 ６ 番 １ 号  

(新) Ａ ― Ｓ ｍ ｉ

ｌ ｅ 二 俣 川  

(新) 旭 区 二 俣 川

１ 丁 目 ４ 番 地

の ３  

(旧) 神 奈 川 区

台 町 ８ 番 地

の 14  

(旧) ア カ リ エ 二

俣 川 駅 前 ご 自

宅 訪 問 介 護 サ

ー ビ ス  

(旧) 旭 区 二 俣 川

２ 丁 目 22 番 地  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 12 日  

一 般 社 団 法

人 Ｒ Ｏ Ｏ Ｔ  

(新) 金 沢 区 釜

利 谷 東 二 丁

目 18 番 22 号  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン ｌ ｅ

ａ ｆ  

(新) 金 沢 区 釜 利

谷 東 二 丁 目 18

番 22 号  

(旧) 金 沢 区 釜

利 谷 東 三 丁

目 ６ 番 37 号  

(旧) 金 沢 区 釜 利

谷 東 三 丁 目 ６

番 37 号  

３  居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

１ 月 １ 日  

み よ の 台 薬

局 株 式 会 社  

(新) 東 京 都 豊

島 区 南 池 袋

２ 丁 目 25 番

５ 号  

(新) み よ の 台 薬

局 中 沢 店  

旭 区 中 沢 三 丁

目 21 番 20 号  

(旧) 東 京 都 足  (旧) な つ め 薬 局  
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  立 区 本 木 北

町 14 番 10 号  

  

４  居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

令 和 ３ 年

７ 月 ４ 日  

合 同 会 社 ア

ケ ビ ア  

(新) 港 北 区 日

吉 本 町 二 丁

目 31 番 ２ 号  

あ け び ケ ア  (新) 港 北 区 日 吉

本 町 二 丁 目 31

番 ２ 号  

(旧) 港 北 区 日

吉 一 丁 目 ５

番 28 号  

(旧) 港 北 区 日 吉

一 丁 目 ５ 番 28

号  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

株 式 会 社 プ

レ ア デ ス  

南 区 庚 台 22

番 地  

(新) 居 宅 介 護 支

援 ひ な  

南 区 庚 台 22 番

地  

(旧) 居 宅 介 護 支

援 す ば る  

 同  株 式 会 社 ひ

と は な  

瀬 谷 区 阿 久

和 西 三 丁 目

３ 番 地 の ４  

ひ と は な み ど

り  

(新) 緑 区 中 山 一

丁 目 ５ 番 25 号  

(旧) 緑 区 い ぶ き

野 31 番 地 の １  

５  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 12 日  

一 般 社 団 法

人 Ｒ Ｏ Ｏ Ｔ  

(新) 金 沢 区 釜

利 谷 東 二 丁

目 18 番 22 号  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン ｌ ｅ

ａ ｆ  

(新) 金 沢 区 釜 利

谷 東 二 丁 目 18

番 22 号  

(旧) 金 沢 区 釜

利 谷 東 三 丁

目 ６ 番 37 号  

(旧) 金 沢 区 釜 利

谷 東 三 丁 目 ６

番 37 号  

６  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

１ 月 １ 日  

み よ の 台 薬

局 株 式 会 社  

(新) 東 京 都 豊

島 区 南 池 袋

２ 丁 目 25 番

５ 号  

(新) み よ の 台 薬

局 中 沢 店  

旭 区 中 沢 三 丁

目 21 番 20 号  

(旧) 東 京 都 足

立 区 本 木 北

町 14 番 10 号  

(旧) な つ め 薬 局  
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７  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 所

在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

株 式 会 社 プ

レ ア デ ス  

南 区 庚 台 22

番 地  

(新) 訪 問 介 護 Ｈ

Ｓ ひ な  

南 区 庚 台 22 番

地  

(旧) ケ ア セ ン タ

ー す ば る  
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横 浜 市 告 示 第  215 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 休 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 休 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

休 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

ア ー ス サ ポ

ー ト 株 式 会

社  

東 京 都 渋 谷

区 本 町 １ 丁

目 ４ 番 14 号  

ア ー ス サ ポ ー

ト 横 浜  

西 区 岡 野 二 丁

目 ２ 番 20 号  
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横 浜 市 告 示 第  216 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  介 護 保 険 施 設 （ 介 護 療 養 型 医 療 施 設 ）  

廃 止 年 月 日   名  称      所  在  地  

令 和 ６ 年 ３ 月 31 日  十 慈 堂 病 院  戸 塚 区 南 舞 岡 一 丁 目 23 番 ９ 号  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

ひ か り ケ ア セ ン

タ ー 株 式 会 社  

鶴 見 区 栄 町

通 ４ 丁 目 42

番 地 の ７  

ひ か り ケ ア

セ ン タ ー  

鶴 見 区 栄 町

通 ４ 丁 目 42

番 地 の ７  

 同  合 同 会 社 リ ズ ム  神 奈 川 区 片

倉 一 丁 目 17

番 ３ － 11 号  

の げ ざ か 訪

問 介 護  

中 区 吉 浜 町

１ 番 地 の ９  

 同  有 限 会 社 ゆ き よ

し  

金 沢 区 六 浦

南 四 丁 目 ６

番 14 号  

セ ン ト ケ ア

ウ ィ ル 金 沢  

金 沢 区 泥 亀

二 丁 目 ８ 番

14 号  

 同  特 定 非 営 利 活 動

法 人 ら し く 並 木  

金 沢 区 長 浜  

 106 番 地 の

８  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 ら

し く 並 木 訪

問 介 護 サ ー

ビ ス  

金 沢 区 長 浜  

 106 番 地 の

８  

３  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 入 浴 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

有 限 会 社 ゆ き よ

し  

金 沢 区 六 浦

南 四 丁 目 ６

番 14 号  

セ ン ト ケ ア

ウ ィ ル 金 沢  

金 沢 区 泥 亀

二 丁 目 ８ 番

14 号  

４  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地   
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令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

株 式 会 社 ニ チ イ

学 館  

東 京 都 千 代

田 区 神 田 駿

河 台 ４ 丁 目

６ 番 地  

ニ チ イ ケ ア

セ ン タ ー 樽

町 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ

ン  

港 北 区 樽 町

四 丁 目 ９ 番

30 号  

５  居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

２ 月 29 日  

松  本  伸  明  都 筑 区 す み

れ が 丘 18 番

地 の 25  

東 戸 塚 ホ ー

ム ケ ア ク リ

ニ ッ ク  

戸 塚 区 川 上

町  177 番 地

の １  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

株 式 会 社 な の 花

東 日 本  

東 京 都 港 区

虎 ノ 門 １ 丁

目 １ 番 18 号  

な の 花 薬 局

横 浜 本 郷 町

店  

中 区 本 郷 町

２ 丁 目 45 番

地 の ３  

６  居 宅 介 護 事 業 者 （ 通 所 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

社 会 福 祉 法 人 横

浜 市 福 祉 サ ー ビ

ス 協 会  

西 区 桜 木 町

６ 丁 目 31 番

地  

社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会 新 鶴 見

ホ ー ム  

鶴 見 区 江 ケ

崎 町 ２ 番 42

号  

７  居 宅 介 護 事 業 者 （ 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

社 会 福 祉 法 人 横

浜 市 福 祉 サ ー ビ

ス 協 会  

西 区 桜 木 町

６ 丁 目 31 番

地  

社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会 新 鶴 見

ホ ー ム  

鶴 見 区 江 ケ

崎 町 ２ 番 42

号  

 同  社 会 福 祉 法 人 朋

光 会  

戸 塚 区 名 瀬

町  1,566 番

地  

横 浜 市 南 戸

塚 地 域 ケ ア

プ ラ ザ  

戸 塚 区 戸 塚

町  2,626 番

地 の 13  

８  居 宅 介 護 事 業 者 （ 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地   
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令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

株 式 会 社 ト ー ケ

ン  

旭 区 上 白 根

一 丁 目 33 番

１ 号  

ふ れ あ い の

里 た ち ば な  

旭 区 上 白 根

一 丁 目 34 番

８ 号  

９  居 宅 介 護 事 業 者 （ 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 加 齢 ラ イ ス  

青 葉 区 桂 台

二 丁 目 38 番

地 の 15  

ほ の ぼ の ほ

ー む  

金 沢 区 釜 利

谷 東 七 丁 目

14 番 29 号  

10  居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支

援 事 業 所 の

名 称  

居 宅 介 護 支

援 事 業 所 の

所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 ら し く 並 木  

金 沢 区 長 浜  

 106 番 地 の

８  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 ら

し く 並 木 居

宅 介 護 支 援

サ ー ビ ス  

金 沢 区 長 浜  

 106 番 地 の

８  

11  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事

業 所 の 名 称  

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

有 限 会 社 ゆ き よ

し  

金 沢 区 六 浦

南 四 丁 目 ６

番 14 号  

セ ン ト ケ ア

ウ ィ ル 金 沢  

金 沢 区 泥 亀

二 丁 目 ８ 番

14 号  

12  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事

業 所 の 名 称  

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

株 式 会 社 ニ チ イ

学 館  

東 京 都 千 代

田 区 神 田 駿

河 台 ４ 丁 目

６ 番 地  

ニ チ イ ケ ア

セ ン タ ー 樽

町 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ

ン  

港 北 区 樽 町

四 丁 目 ９ 番

30 号  

13  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事

業 所 の 名 称  

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地  
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令 和 ６ 年

２ 月 29 日  

松  本  伸  明  都 筑 区 す み

れ が 丘 18 番

地 の 25  

東 戸 塚 ホ ー

ム ケ ア ク リ

ニ ッ ク  

戸 塚 区 川 上

町  177 番 地

の １  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

株 式 会 社 な の 花

東 日 本  

東 京 都 港 区

虎 ノ 門 １ 丁

目 １ 番 18 号  

な の 花 薬 局

横 浜 本 郷 町

店  

中 区 本 郷 町

２ 丁 目 45 番

地 の ３  

14  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事

業 所 の 名 称  

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

３ 月 31 日  

株 式 会 社 ト ー ケ

ン  

旭 区 上 白 根

一 丁 目 33 番

１ 号  

ふ れ あ い の

里 た ち ば な  

旭 区 上 白 根

一 丁 目 34 番

８ 号  
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横 浜 市 告 示 第  217 号  

   令 和 ６ 年 度 分 の 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 の 保 険 料 率  

 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 （ 昭 和 35 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 35 号 ） 第 16

条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 第 16 条 の ６ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 第 17

条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 令 和 ６ 年 度 分 の 横 浜 市 国 民 健 康

保 険 の 保 険 料 率 を 次 の よ う に 定 め た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  基 礎 賦 課 額 の 保 険 料 率  

 (1)  所   得   割   0.0883  

 (2)  被 保 険 者 均 等 割   40,050 円  

２  後 期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 額 の 保 険 料 率  

 (1)  所   得   割   0.0265  

 (2)  被 保 険 者 均 等 割   12,460 円  

３  介 護 納 付 金 賦 課 額 の 保 険 料 率  

 (1)  所   得   割   0.0308  

 (2)  被 保 険 者 均 等 割   15,740 円  
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横 浜 市 告 示 第  218 号  

   令 和 ６ 年 度 分 の 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 料 の 賦 課 額 を 減 ず る  

   額  

 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 （ 昭 和 35 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 35 号 ） 第 19

条 の ２ 第 １ 項 並 び に 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 36 年 ３

月 横 浜 市 規 則 第 10 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 12 条 第 ３ 項 及 び 第

12 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 令 和 ６ 年 度 分 の 横 浜 市 国 民 健 康 保 険

料 の 賦 課 額 を 減 ず る 額 を 次 の と お り 定 め た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  基 礎 賦 課 額  

 (1)  規 則 第 12 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 額      28,035 円  

 (2)  規 則 第 12 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 額      20,025 円  

 (3)  規 則 第 12 条 第 ３ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 額       8,010 円  

 (4)  規 則 第 12 条 の ２ 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 額     6,008 円  

 (5)  規 則 第 12 条 の ２ 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 額    10,013 円  

 (6)  規 則 第 12 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 額    16,020 円  

 (7)  規 則 第 12 条 の ２ 第 ２ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 額    20,025 円  

２  後 期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 額  

 (1)  規 則 第 12 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 額       8,722 円  

 (2)  規 則 第 12 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 額       6,230 円  

 (3)  規 則 第 12 条 第 ３ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 額       2,492 円  

 (4)  規 則 第 12 条 の ２ 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 額     1,869 円  

 (5)  規 則 第 12 条 の ２ 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 額     3,115 円  

 (6)  規 則 第 12 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 額     4,984 円  

 (7)  規 則 第 12 条 の ２ 第 ２ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 額     6,230 円  

３  介 護 納 付 金 賦 課 額  

 (1)  規 則 第 12 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 額      11,018 円  

 (2)  規 則 第 12 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 額       7,870 円  

 (3)  規 則 第 12 条 第 ３ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 額       3,148 円  
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横 浜 市 告 示 第  219 号  

   横 浜 市 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 57 年 法 律 第 80 号 ） 第  114  

条 の 規 定 に よ り 、 横 浜 市 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 の 収 納 事 務 を 次 の と

お り 委 託 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地    委 託 し た 期 間  

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ ニ コ ス  

株 式 会 社   

代 表 取 締 役  

 角  田  典  彦  

東 京 都 文 京 区 本 郷 ３

丁 目 33 番 ５ 号  

 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  220 号  

   保 存 す べ き 緑 地 の 指 定  

 緑 の 環 境 を つ く り 育 て る 条 例 （ 昭 和 48 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 47 号 ）

第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 保 存 す べ き 緑 地 と し て 、 次 の 地 域 を

指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

保 存 す べ き 緑   

地  

  指  定  地  域  指  定  期  間  

緑 地 保 存 地 区  鶴 見 区 駒 岡 一 丁 目  195 番

の １ の 一 部  

西 区 南 軽 井 沢 58 番 の １ の

一 部 、 60 番 の １ の 一 部 、

60 番 の ２ の 一 部 及 び 60 番

の ３ の 一 部  

南 区 蒔 田 町  932 番 の １ の

一 部 及 び  932 番 の ４ の 一

部  

港 南 区 港 南 二 丁 目  1,266  

番  

保 土 ケ 谷 区 岩 崎 町 66 番 の

１ 、 68 番 の ５ 、 71 番 の ２

の 一 部 、 71 番 の ３ 及 び 71

番 の ４  

保 土 ケ 谷 区 月 見 台  292 番

の 一 部 及 び  293 番 の 一 部  

磯 子 区 岡 村 四 丁 目  719 番

の １ の 一 部  

磯 子 区 汐 見 台 １ 丁 目 ７ 番

の ５  

磯 子 区 中 原 四 丁 目  481 番

の ２ 及 び  490 番 の １ の 一

部  

金 沢 区 釜 利 谷 南 一 丁 目 1,  

363 番 の １  

金 沢 区 釜 利 谷 南 二 丁 目 1,  

364 番 の 14  

金 沢 区 瀬 戸  4,507 番 の １

の 一 部  

金 沢 区 富 岡 東 四 丁 目 16 番  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら  

令 和 16 年 ３ 月 31 日 ま で  
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 の １ の 一 部  

金 沢 区 富 岡 東 五 丁 目 1,72  

4 番 の １ か ら  1,724 番 の

６ ま で 、  1,725 番 、 1,72  

6 番 の １ 、  1,726 番 の ２

、  1,728 番 の １ の 一 部 、  

 1,728 番 の ２ の 一 部 及 び  

 1,728 番 の ３ の 一 部  

金 沢 区 六 浦 東 一 丁 目  260  

番 の １ の 一 部 、  270 番 の

４ の 一 部 、  274 番 の 一 部

、  275 番 の 一 部 及 び  310  

番 の １ の 一 部  

金 沢 区 六 浦 東 三 丁 目  537  

番 の １ の 一 部  

港 北 区 大 倉 山 二 丁 目 1,68  

8 番 の 一 部  

港 北 区 小 机 町  1,421 番 の

１ の 一 部 、  1,421 番 の ２

、  1,421 番 の ３ 、  1,448  

番 の １ の 一 部 、  1,449 番

の １ の 一 部 、  1,455 番 の

１ の 一 部 、  1,459 番 の １

の 一 部 及 び  1,459 番 の ７

の 一 部  

港 北 区 新 吉 田 東 一 丁 目 90  

5 番 の １ の 一 部 及 び 1,01  

7 番 の 一 部  

港 北 区 綱 島 東 二 丁 目 1,07  

0 番 の １ 及 び  1,073 番 の

３  

青 葉 区 奈 良 町  2,846 番 の

26  

都 筑 区 加 賀 原 二 丁 目 ２ 番

の １ の 一 部  

戸 塚 区 戸 塚 町  3,499 番 の

７ の 一 部  

栄 区 鍛 冶 ケ 谷 二 丁 目  236  

番 の １ の 一 部  

 

源 流 の 森 保 存  港 南 区 野 庭 町  1,868 番 の  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら   
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地 区  １ 、  1,869 番 の ２ 、 1,99  

6 番 の １ の 一 部 、  1,996  

番 の ３ の 一 部 、  1,996 番

の ５ か ら  1,996 番 の ８ ま

で 及 び  2,011 番 の １  

旭 区 今 川 町 50 番 の ３  

旭 区 上 川 井 町  1,551 番 の

１ 、  2,250 番 の 一 部 、 2,  

251 番 、  2,252 番 の １ 、  

 2,252 番 の ３ 及 び  2,252  

番 の ４  

旭 区 川 島 町  1,591 番 の ２

の 一 部 、  1,592 番 の １ 、  

 1,593 番 の １ 及 び  1,594  

番  

旭 区 善 部 町  145 番 の ８ の

一 部 、  147 番 の ２ 、  147  

番 の ８ 、  148 番 の １ 及 び  

 148 番 の ２  

旭 区 都 岡 町 83 番 の １ の 一

部 、 83 番 の ２ 及 び 90 番 の

３  

港 北 区 新 吉 田 町  4,038 番

の １ の 一 部 、  4,094 番 の

１ の 一 部 、  4,161 番 の １

の 一 部 、  4,169 番 の １ の

一 部 、  4,172 番 の 一 部 、  

 4,511 番 の イ の 一 部 、 4,  

521 番 の 一 部 、  4,526 番

の 一 部 、  4,529 番 、 4,53  

0 番 、  5,265 番 、  5,266  

番 の １ 、  5,321 番 か ら 5,  

324 番 ま で 、  5,326 番 か

ら  5,328 番 ま で 、  5,426  

番 の 一 部 、  5,429 番 の ２

、  5,431 番 、  5,438 番 か

ら  5,442 番 ま で 、  5,444  

番 及 び  5,795 番  

緑 区 三 保 町  783 番 、  842  

番 、  852 番 の 一 部 、  853  

令 和 16 年 ３ 月 31 日 ま で  
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 番 、  860 番 、  861 番 、 86  

2 番 の １ 、  862 番 の ２ 、  

 898 番 の １ 、  898 番 の ２

、  898 番 の ５ 、  899 番 の

１ 、  899 番 の ３ 、  899 番

の ６ 及 び  899 番 の ７  

青 葉 区 恩 田 町  1,889 番 の

３ 、  1,907 番 及 び  2,295  

番 の １  

青 葉 区 寺 家 町  437 番 、 57  

3 番 の １ 、  574 番 及 び 57  

5 番 の １  

都 筑 区 大 熊 町  395 番 の 一

部 、  399 番 の １ の 一 部 、  

 413 番 の ３ 、  414 番 、 41  

5 番 及 び  417 番 の ３  

都 筑 区 大 棚 町  633 番 、 63  

4 番 、  635 番 の ３ 、  638  

番 の １ 、  638 番 の 10 及 び  

 638 番 の 11  

都 筑 区 折 本 町  1,504 番 の

１ の 一 部 、  1,507 番 及 び  

 1,508 番  

都 筑 区 南 山 田 町  3,794 番

の １ の 一 部 及 び  3,796 番

の １ の 一 部  

戸 塚 区 川 上 町  804 番 の １  

戸 塚 区 汲 沢 町  310 番 の ３

の 一 部  

戸 塚 区 東 俣 野 町  1,348 番

の １  

戸 塚 区 俣 野 町  597 番 の ２

の 一 部  

泉 区 新 橋 町  1,813 番 の １

及 び  1,813 番 の ２  

瀬 谷 区 阿 久 和 南 一 丁 目 38

番 の ８ か ら 38 番 の 12 ま で

及 び 38 番 の 17  

 



                     横 浜 市 報  定期第 167 号 令和６年５月24日 

40 

横 浜 市 告 示 第  221 号  

   公 共 下 水 道 の 供 用 開 始  

 次 の と お り 公 共 下 水 道 の 供 用 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら な い

区 域 を 所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供

す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

排 水 施

設 の 方

式  

下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら

な い 区 域  

供 用 開 始

年 月 日  

合 流 式   鶴 見 区 東 寺 尾 二 丁 目 の 一 部  

 港 北 区 師 岡 町 の 一 部  

令 和 ６ 年

５ 月 24 日  

分 流 式   港 北 区 鳥 山 町 の 一 部  

 緑 区 白 山 四 丁 目 の 一 部  

 戸 塚 区 上 矢 部 町 の 一 部  

 泉 区 岡 津 町 の 一 部  

 瀬 谷 区 阿 久 和 東 一 丁 目 の 一 部  
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横 浜 市 告 示 第  222 号  

   終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 開 始  

 次 の と お り 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る 区 域 を

所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

終 末 処 理 場

の 名 称  

終 末 処 理 場

の 位 置  

終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の

処 理 を 開 始 す る 区 域  

処 理 開 始

年 月 日  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 北

部 第 一 水 再

生 セ ン タ ー  

鶴 見 区 元 宮

二 丁 目 ６ 番

１ 号  

 港 北 区 師 岡 町 の 一 部  令 和 ６ 年

５ 月 24 日  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 神

奈 川 水 再 生

セ ン タ ー  

神 奈 川 区 千

若 １ 丁 目 １

番 地  

 鶴 見 区 東 寺 尾 二 丁 目 の

一 部  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 港

北 水 再 生 セ

ン タ ー  

港 北 区 大 倉

山 七 丁 目 40

番 １ 号  

 港 北 区 鳥 山 町 の 一 部  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 都

筑 水 再 生 セ

ン タ ー  

都 筑 区 佐 江

戸 町 25 番 地  

 緑 区 白 山 四 丁 目 の 一 部  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 栄

第 二 水 再 生

セ ン タ ー  

栄 区 長 沼 町

82 番 地  

 戸 塚 区 上 矢 部 町 の 一 部  

 泉 区 岡 津 町 の 一 部  

 瀬 谷 区 阿 久 和 東 一 丁 目

の 一 部  
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横 浜 市 告 示 第  223 号  

   公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 の 方 式 の 変 更  

 金 沢 区 釜 利 谷 東 二 丁 目 の 一 部 に お け る 公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 の 方

式 を 、 合 流 式 か ら 分 流 式 に 変 更 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら な い

区 域 を 所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供

す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 告 示 第  224 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 の 決 定  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 を 次 の と お り 決

定 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業  

  関 内 駅 前 地 区 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  中 区 尾 上 町 、 蓬 莱 町 、 真 砂 町 、 万 代 町 及 び 港 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  225 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路

を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ３ ・ ２ 号 高 島 本 牧 線  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   中 区 尾 上 町 及 び 真 砂 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  226 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 用 途 地 域 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 用 途

地 域 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 用 途 地 域  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   鶴 見 区 梶 山 一 丁 目 、 上 末 吉 一 丁 目 、 上 末 吉 二 丁 目 、 上 末 吉 四

丁 目 、 上 の 宮 一 丁 目 、 北 寺 尾 二 丁 目 、 北 寺 尾 六 丁 目 、 北 寺 尾 七

丁 目 、 下 末 吉 三 丁 目 、 下 末 吉 六 丁 目 、 馬 場 一 丁 目 、 馬 場 七 丁 目

、 平 安 町 及 び 三 ツ 池 公 園 地 内 、 神 奈 川 区 片 倉 五 丁 目 、 栗 田 谷 、

菅 田 町 、 羽 沢 町 及 び 三 ツ 沢 西 町 地 内 、 西 区 宮 ケ 谷 地 内 、 中 区 本

牧 町 及 び 本 牧 宮 原 地 内 、 南 区 大 岡 五 丁 目 、 永 田 山 王 台 、 永 田 南

二 丁 目 、 永 田 み な み 台 、 別 所 七 丁 目 、 六 ツ 川 一 丁 目 、 六 ツ 川 三

丁 目 及 び 六 ツ 川 四 丁 目 地 内 、 港 南 区 上 永 谷 町 、 上 永 谷 一 丁 目 、

上 永 谷 二 丁 目 、 上 永 谷 三 丁 目 、 上 永 谷 四 丁 目 、 港 南 三 丁 目 、 港

南 五 丁 目 、 港 南 六 丁 目 、 港 南 台 九 丁 目 、 笹 下 五 丁 目 、 笹 下 六 丁

目 、 笹 下 七 丁 目 、 下 永 谷 一 丁 目 、 下 永 谷 五 丁 目 、 下 永 谷 六 丁 目

、 芹 が 谷 一 丁 目 、 芹 が 谷 二 丁 目 、 芹 が 谷 三 丁 目 、 芹 が 谷 四 丁 目

、 芹 が 谷 五 丁 目 、 東 永 谷 一 丁 目 、 東 永 谷 二 丁 目 、 東 永 谷 三 丁 目

、 日 限 山 二 丁 目 、 日 限 山 三 丁 目 、 日 限 山 四 丁 目 、 日 野 二 丁 目 、

日 野 南 六 丁 目 、 日 野 南 七 丁 目 及 び 丸 山 台 四 丁 目 地 内 、 保 土 ケ 谷

区 岩 崎 町 、 岡 沢 町 、 霞 台 、 鎌 谷 町 、 上 菅 田 町 、 川 島 町 、 神 戸 町

、 坂 本 町 、 桜 ケ 丘 一 丁 目 、 桜 ケ 丘 二 丁 目 、 月 見 台 、 常 盤 台 、 西

谷 三 丁 目 、 初 音 ケ 丘 、 花 見 台 、 東 川 島 町 、 藤 塚 町 、 仏 向 町 、 仏

向 西 、 星 川 一 丁 目 、 峰 岡 町 及 び 宮 田 町 地 内 、 旭 区 市 沢 町 、 今 宿

一 丁 目 、 今 宿 二 丁 目 、 今 宿 町 、 今 宿 東 町 、 大 池 町 、 柏 町 、 金 が

谷 、 金 が 谷 一 丁 目 、 金 が 谷 二 丁 目 、 上 白 根 町 、 上 白 根 一 丁 目 、

上 白 根 二 丁 目 、 上 白 根 三 丁 目 、 川 島 町 、 左 近 山 、 笹 野 台 一 丁 目

、 笹 野 台 二 丁 目 、 笹 野 台 三 丁 目 、 笹 野 台 四 丁 目 、 さ ち が 丘 、 三
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反 田 町 、 白 根 三 丁 目 、 白 根 六 丁 目 、 白 根 七 丁 目 、 白 根 八 丁 目 、

善 部 町 、 中 尾 二 丁 目 、 中 希 望 が 丘 、 中 沢 一 丁 目 、 中 沢 二 丁 目 、

中 沢 三 丁 目 、 中 白 根 一 丁 目 、 中 白 根 二 丁 目 、 中 白 根 三 丁 目 、 中

白 根 四 丁 目 、 東 希 望 が 丘 、 二 俣 川 １ 丁 目 、 二 俣 川 ２ 丁 目 、 本 村

町 、 万 騎 が 原 、 南 希 望 が 丘 、 南 本 宿 町 及 び 矢 指 町 地 内 、 磯 子 区

磯 子 四 丁 目 、 磯 子 五 丁 目 、 磯 子 台 、 岡 村 一 丁 目 、 岡 村 二 丁 目 、

岡 村 三 丁 目 、 岡 村 四 丁 目 、 岡 村 六 丁 目 、 上 中 里 町 、 栗 木 一 丁 目

、 汐 見 台 、 杉 田 二 丁 目 、 杉 田 三 丁 目 、 杉 田 八 丁 目 、 杉 田 九 丁 目

、 氷 取 沢 町 、 峰 町 、 洋 光 台 一 丁 目 及 び 洋 光 台 二 丁 目 地 内 、 金 沢

区 釜 利 谷 西 一 丁 目 、 釜 利 谷 西 二 丁 目 、 釜 利 谷 西 三 丁 目 、 釜 利 谷

西 四 丁 目 、 釜 利 谷 西 五 丁 目 、 釜 利 谷 西 六 丁 目 、 釜 利 谷 東 五 丁 目

、 釜 利 谷 東 七 丁 目 、 釜 利 谷 東 八 丁 目 、 釜 利 谷 南 二 丁 目 、 釜 利 谷

南 三 丁 目 、 釜 利 谷 南 四 丁 目 、 富 岡 西 四 丁 目 、 富 岡 西 六 丁 目 、 富

岡 東 六 丁 目 、 長 浜 、 長 浜 一 丁 目 、 堀 口 、 六 浦 東 三 丁 目 、 六 浦 南

一 丁 目 、 六 浦 南 二 丁 目 、 六 浦 南 三 丁 目 、 六 浦 南 四 丁 目 及 び 六 浦

南 五 丁 目 地 内 、 港 北 区 小 机 町 、 新 吉 田 町 、 新 吉 田 東 四 丁 目 、 新

吉 田 東 五 丁 目 、 新 吉 田 東 六 丁 目 、 新 吉 田 東 七 丁 目 、 新 吉 田 東 八

丁 目 、 高 田 西 五 丁 目 、 綱 島 上 町 、 日 吉 本 町 二 丁 目 及 び 日 吉 本 町

五 丁 目 地 内 、 緑 区 上 山 一 丁 目 、 上 山 二 丁 目 、 鴨 居 四 丁 目 、 鴨 居

五 丁 目 、 白 山 一 丁 目 、 白 山 二 丁 目 、 白 山 三 丁 目 、 白 山 四 丁 目 及

び 三 保 町 地 内 、 青 葉 区 市 ケ 尾 町 、 美 し が 丘 三 丁 目 、 梅 が 丘 、 荏

子 田 一 丁 目 、 荏 子 田 三 丁 目 、 荏 田 北 二 丁 目 、 大 場 町 、 鉄 町 、 下

谷 本 町 、 千 草 台 、 藤 が 丘 一 丁 目 、 藤 が 丘 二 丁 目 、 み す ず が 丘 及

び 元 石 川 町 地 内 、 都 筑 区 川 和 町 、 佐 江 戸 町 、 東 山 田 町 、 東 山 田

三 丁 目 及 び 見 花 山 地 内 、 戸 塚 区 柏 尾 町 、 汲 沢 町 、 品 濃 町 、 戸 塚

町 、 平 戸 一 丁 目 、 平 戸 二 丁 目 、 平 戸 三 丁 目 、 深 谷 町 及 び 舞 岡 町

地 内 、 栄 区 飯 島 町 、 犬 山 町 、 笠 間 町 、 笠 間 二 丁 目 、 笠 間 三 丁 目

、 笠 間 四 丁 目 、 鍛 冶 ケ 谷 町 、 鍛 冶 ケ 谷 二 丁 目 、 桂 台 西 一 丁 目 、

桂 台 東 、 桂 台 南 一 丁 目 、 上 郷 町 、 上 之 町 、 公 田 町 、 小 菅 ケ 谷 一

丁 目 、 小 菅 ケ 谷 二 丁 目 、 小 菅 ケ 谷 三 丁 目 、 小 山 台 二 丁 目 、 庄 戸

一 丁 目 、 中 野 町 、 野 七 里 一 丁 目 、 東 上 郷 町 、 元 大 橋 一 丁 目 、 元

大 橋 二 丁 目 及 び 若 竹 町 地 内 、 泉 区 池 の 谷 、 和 泉 が 丘 一 丁 目 、 和

泉 が 丘 二 丁 目 、 和 泉 が 丘 三 丁 目 、 和 泉 中 央 南 一 丁 目 、 和 泉 町 、

岡 津 町 、 下 和 泉 二 丁 目 、 下 和 泉 四 丁 目 、 下 和 泉 五 丁 目 、 白 百 合

三 丁 目 、 中 田 町 、 中 田 西 一 丁 目 、 中 田 西 二 丁 目 、 緑 園 一 丁 目 、

緑 園 二 丁 目 、 緑 園 三 丁 目 及 び 緑 園 六 丁 目 地 内 並 び に 瀬 谷 区 相 沢

一 丁 目 、 相 沢 二 丁 目 、 相 沢 三 丁 目 、 相 沢 四 丁 目 、 相 沢 七 丁 目 、

阿 久 和 西 一 丁 目 、 阿 久 和 西 二 丁 目 、 阿 久 和 西 三 丁 目 、 阿 久 和 西

四 丁 目 、 阿 久 和 東 一 丁 目 、 阿 久 和 東 二 丁 目 、 阿 久 和 東 三 丁 目 、

阿 久 和 東 四 丁 目 、 東 野 、 上 瀬 谷 町 、 下 瀬 谷 一 丁 目 、 下 瀬 谷 二 丁
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目 、 瀬 谷 町 、 竹 村 町 、 中 屋 敷 一 丁 目 、 中 屋 敷 二 丁 目 、 二 ツ 橋 町

、 本 郷 一 丁 目 、 本 郷 二 丁 目 、 本 郷 三 丁 目 、 三 ツ 境 、 南 瀬 谷 一 丁

目 、 南 台 一 丁 目 、 南 台 二 丁 目 、 宮 沢 一 丁 目 及 び 宮 沢 二 丁 目 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  227 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 高 度 地 区 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 高 度

地 区 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 高 度 地 区  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   鶴 見 区 上 末 吉 二 丁 目 及 び 下 末 吉 三 丁 目 地 内 、 神 奈 川 区 片 倉 五  

丁 目 地 内 、 保 土 ケ 谷 区 神 戸 町 、 桜 ケ 丘 一 丁 目 及 び 仏 向 西 地 内 、  

旭 区 さ ち が 丘 、 白 根 七 丁 目 、 白 根 八 丁 目 、 二 俣 川 １ 丁 目 及 び 二  

俣 川 ２ 丁 目 地 内 、 磯 子 区 氷 取 沢 町 及 び 峰 町 地 内 、 金 沢 区 釜 利 谷  

東 七 丁 目 及 び 釜 利 谷 南 二 丁 目 地 内 、 緑 区 白 山 一 丁 目 及 び 白 山 二  

丁 目 地 内 、 青 葉 区 荏 子 田 一 丁 目 、 荏 子 田 三 丁 目 、 藤 が 丘 二 丁 目  

及 び 元 石 川 町 地 内 、 都 筑 区 東 山 田 三 丁 目 地 内 、 戸 塚 区 戸 塚 町 及  

び 舞 岡 町 地 内 並 び に 栄 区 飯 島 町 、 笠 間 三 丁 目 、 笠 間 四 丁 目 、 小  

菅 ケ 谷 一 丁 目 及 び 小 菅 ケ 谷 二 丁 目 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  228 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 火

地 域 及 び 準 防 火 地 域 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   南 区 別 所 七 丁 目 、 六 ツ 川 三 丁 目 及 び 六 ツ 川 四 丁 目 地 内 、 港 南  

区 上 永 谷 三 丁 目 、 笹 下 五 丁 目 、 笹 下 六 丁 目 、 笹 下 七 丁 目 、 芹 が  

谷 一 丁 目 、 芹 が 谷 二 丁 目 、 芹 が 谷 三 丁 目 、 芹 が 谷 四 丁 目 及 び 東  

永 谷 三 丁 目 地 内 、 保 土 ケ 谷 区 川 島 町 地 内 、 旭 区 今 宿 町 、 金 が 谷  

一 丁 目 、 金 が 谷 二 丁 目 、 川 島 町 、 笹 野 台 二 丁 目 、 笹 野 台 四 丁 目  

、 さ ち が 丘 、 三 反 田 町 、 白 根 七 丁 目 、 白 根 八 丁 目 、 二 俣 川 １ 丁  

目 及 び 二 俣 川 ２ 丁 目 地 内 、 磯 子 区 氷 取 沢 町 地 内 、 金 沢 区 釜 利 谷  

東 七 丁 目 及 び 釜 利 谷 南 二 丁 目 地 内 、 港 北 区 新 吉 田 町 、 新 吉 田 東  

四 丁 目 、 新 吉 田 東 五 丁 目 、 新 吉 田 東 八 丁 目 及 び 高 田 西 五 丁 目 地  

内 、 青 葉 区 荏 子 田 三 丁 目 、 藤 が 丘 二 丁 目 及 び 元 石 川 町 地 内 、 都  

筑 区 川 和 町 、 東 山 田 町 、 東 山 田 三 丁 目 及 び 見 花 山 地 内 、 戸 塚 区  

深 谷 町 地 内 、 栄 区 飯 島 町 、 笠 間 三 丁 目 及 び 笠 間 四 丁 目 地 内 、 泉  

区 和 泉 が 丘 一 丁 目 、 和 泉 が 丘 二 丁 目 、 和 泉 が 丘 三 丁 目 、 和 泉 中  

央 南 一 丁 目 、 和 泉 町 、 下 和 泉 二 丁 目 、 下 和 泉 四 丁 目 、 下 和 泉 五  

丁 目 及 び 中 田 町 地 内 並 び に 瀬 谷 区 阿 久 和 東 二 丁 目 及 び 阿 久 和 東  

三 丁 目 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  229 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 都 市 再 生 特 別 地 区 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 都 市

再 生 特 別 地 区 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 都 市 再 生 特 別 地 区  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分   

   中 区 尾 上 町 、 蓬 莱 町 、 真 砂 町 、 万 代 町 及 び 港 町 地 内  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   な し  
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横 浜 市 告 示 第  230 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 緑 化 地 域 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 緑 化

地 域 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 緑 化 地 域  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   鶴 見 区 大 東 町 、 鶴 見 中 央 一 丁 目 、 鶴 見 中 央 三 丁 目 、 鶴 見 中 央

四 丁 目 及 び 鶴 見 中 央 五 丁 目 地 内 、 神 奈 川 区 浦 島 町 、 神 奈 川 一 丁

目 、 神 奈 川 二 丁 目 、 栄 町 、 新 町 、 鶴 屋 町 、 広 台 太 田 町 、 二 ツ 谷

町 及 び 守 屋 町 地 内 、 西 区 北 幸 一 丁 目 、 北 幸 二 丁 目 、 楠 町 、 桜 木

町 、 高 島 一 丁 目 、 高 島 二 丁 目 、 西 平 沼 町 、 花 咲 町 、 浜 松 町 、 平

沼 一 丁 目 、 平 沼 二 丁 目 、 み な と み ら い 一 丁 目 、 み な と み ら い 二

丁 目 、 み な と み ら い 三 丁 目 、 み な と み ら い 四 丁 目 、 み な と み ら

い 五 丁 目 、 み な と み ら い 六 丁 目 、 南 幸 一 丁 目 、 南 幸 二 丁 目 及 び

南 浅 間 町 地 内 、 中 区 相 生 町 、 曙 町 、 伊 勢 佐 木 町 、 内 田 町 、 太 田

町 、 扇 町 、 翁 町 、 尾 上 町 、 海 岸 通 、 北 仲 通 、 黄 金 町 、 寿 町 、 桜

木 町 、 末 広 町 、 末 吉 町 、 住 吉 町 、 千 歳 町 、 長 者 町 、 常 盤 町 、 日

本 大 通 、 羽 衣 町 、 花 咲 町 、 富 士 見 町 、 福 富 町 仲 通 、 福 富 町 西 通

、 福 富 町 東 通 、 不 老 町 、 弁 天 通 、 蓬 莱 町 、 本 町 、 本 牧 ふ 頭 、 真

砂 町 、 松 影 町 、 万 代 町 、 港 町 、 南 仲 通 、 三 吉 町 、 元 浜 町 、 山 下

町 、 山 田 町 、 山 吹 町 、 弥 生 町 、 横 浜 公 園 、 吉 田 町 、 吉 浜 町 及 び

若 葉 町 地 内 、 南 区 浦 舟 町 、 永 楽 町 、 山 王 町 、 宿 町 、 白 金 町 、 白

妙 町 、 新 川 町 、 高 砂 町 、 高 根 町 、 日 枝 町 、 東 蒔 田 町 、 二 葉 町 、

前 里 町 、 真 金 町 、 万 世 町 、 南 吉 田 町 及 び 吉 野 町 地 内 、 磯 子 区 磯

子 一 丁 目 、 新 中 原 町 及 び 森 一 丁 目 地 内 、 金 沢 区 泥 亀 二 丁 目 、 港

北 区 北 新 横 浜 一 丁 目 、 北 新 横 浜 二 丁 目 、 新 横 浜 一 丁 目 、 新 横 浜

二 丁 目 及 び 新 横 浜 三 丁 目 地 内 並 び に 瀬 谷 区 卸 本 町 及 び 北 町 地 内  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   鶴 見 区 市 場 上 町 、 市 場 下 町 、 市 場 西 中 町 、 市 場 東 中 町 、 市 場  

富 士 見 町 、 市 場 大 和 町 、 潮 田 町 、 小 野 町 、 上 末 吉 一 丁 目 、 上 末  

吉 二 丁 目 、 上 末 吉 三 丁 目 、 上 末 吉 四 丁 目 、 上 末 吉 五 丁 目 、 岸 谷  
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一 丁 目 、 岸 谷 二 丁 目 、 岸 谷 三 丁 目 、 岸 谷 四 丁 目 、 北 寺 尾 一 丁 目  

、 北 寺 尾 二 丁 目 、 北 寺 尾 四 丁 目 、 栄 町 通 、 汐 入 町 、 下 野 谷 町 、  

下 末 吉 一 丁 目 、 下 末 吉 二 丁 目 、 下 末 吉 三 丁 目 、 下 末 吉 四 丁 目 、  

下 末 吉 五 丁 目 、 菅 沢 町 、 諏 訪 坂 、 佃 野 町 、 鶴 見 一 丁 目 、 鶴 見 二  

丁 目 、 鶴 見 中 央 二 丁 目 、 寺 谷 二 丁 目 、 豊 岡 町 、 仲 通 、 生 麦 一 丁  

目 、 生 麦 三 丁 目 、 生 麦 四 丁 目 、 生 麦 五 丁 目 、 馬 場 一 丁 目 、 馬 場  

二 丁 目 、 馬 場 三 丁 目 、 馬 場 四 丁 目 、 馬 場 五 丁 目 、 浜 町 、 東 寺 尾  

一 丁 目 、 東 寺 尾 二 丁 目 、 東 寺 尾 三 丁 目 、 東 寺 尾 四 丁 目 、 東 寺 尾  

五 丁 目 、 東 寺 尾 六 丁 目 、 東 寺 尾 北 台 、 東 寺 尾 中 台 、 東 寺 尾 東 台  

、 平 安 町 、 本 町 通 、 向 井 町 、 矢 向 二 丁 目 、 矢 向 三 丁 目 、 矢 向 四  

丁 目 、 矢 向 五 丁 目 及 び 矢 向 六 丁 目 地 内 、 神 奈 川 区 青 木 町 、 旭 ケ  

丘 、 泉 町 、 入 江 一 丁 目 、 入 江 二 丁 目 、 浦 島 丘 、 大 口 通 、 大 口 仲  

町 、 片 倉 一 丁 目 、 片 倉 二 丁 目 、 片 倉 三 丁 目 、 片 倉 四 丁 目 、 片 倉  

五 丁 目 、 神 奈 川 本 町 、 上 反 町 、 神 之 木 町 、 亀 住 町 、 桐 畑 、 金 港  

町 、 栗 田 谷 、 幸 ケ 谷 、 子 安 通 、 斎 藤 分 町 、 沢 渡 、 白 幡 上 町 、 白  

幡 町 、 白 幡 仲 町 、 白 幡 東 町 、 白 幡 南 町 、 白 幡 向 町 、 新 子 安 一 丁  

目 、 新 子 安 二 丁 目 、 台 町 、 高 島 台 、 立 町 、 反 町 、 富 家 町 、 鳥 越  

、 七 島 町 、 西 大 口 、 西 神 奈 川 一 丁 目 、 西 神 奈 川 二 丁 目 、 西 神 奈  

川 三 丁 目 、 西 寺 尾 二 丁 目 、 二 本 榎 、 白 楽 、 東 神 奈 川 一 丁 目 、 東  

神 奈 川 二 丁 目 、 平 川 町 、 松 ケ 丘 、 松 見 町 、 松 本 町 、 三 ツ 沢 上 町  

、 三 ツ 沢 下 町 、 三 ツ 沢 中 町 、 三 ツ 沢 西 町 、 三 ツ 沢 南 町 、 六 角 橋  

一 丁 目 、 六 角 橋 二 丁 目 、 六 角 橋 三 丁 目 、 六 角 橋 四 丁 目 、 六 角 橋  

五 丁 目 及 び 六 角 橋 六 丁 目 地 内 、 西 区 赤 門 町 、 東 ケ 丘 、 伊 勢 町 、  

老 松 町 、 岡 野 一 丁 目 、 岡 野 二 丁 目 、 霞 ケ 丘 、 久 保 町 、 御 所 山 町  

、 境 之 谷 、 浅 間 台 、 浅 間 町 、 中 央 一 丁 目 、 中 央 二 丁 目 、 戸 部 町  

、 戸 部 本 町 、 西 戸 部 町 、 西 前 町 、 藤 棚 町 、 南 軽 井 沢 、 宮 ケ 谷 、  

宮 崎 町 及 び 紅 葉 ケ 丘 地 内 、 中 区 赤 門 町 、 石 川 町 、 上 野 町 、 北 方  

町 、 小 港 町 、 鷺 山 、 新 山 下 一 丁 目 、 竹 之 丸 、 立 野 、 千 代 崎 町 、  

錦 町 、 西 之 谷 町 、 根 岸 町 、 野 毛 町 、 初 音 町 、 英 町 、 日 ノ 出 町 、  

本 郷 町 、 本 牧 大 里 町 、 本 牧 三 之 谷 、 本 牧 十 二 天 、 本 牧 町 、 本 牧  

原 、 本 牧 宮 原 、 本 牧 元 町 、 本 牧 和 田 、 宮 川 町 、 妙 香 寺 台 、 麦 田  

町 、 元 町 、 山 手 町 、 大 和 町 及 び 山 元 町 地 内 、 南 区 井 土 ケ 谷 上 町  

、 井 土 ケ 谷 下 町 、 井 土 ケ 谷 中 町 、 榎 町 、 大 岡 二 丁 目 、 大 岡 三 丁  

目 、 大 岡 五 丁 目 、 大 橋 町 、 庚 台 、 唐 沢 、 共 進 町 、 弘 明 寺 町 、 山  

谷 、 清 水 ケ 丘 、 通 町 、 中 里 一 丁 目 、 中 島 町 、 永 田 北 一 丁 目 、 永  

田 東 一 丁 目 、 永 田 東 二 丁 目 、 永 田 東 三 丁 目 、 永 田 南 一 丁 目 、 中  

村 町 、 西 中 町 、 八 幡 町 、 花 之 木 町 、 伏 見 町 、 別 所 一 丁 目 、 堀 ノ  

内 町 、 蒔 田 町 、 南 太 田 一 丁 目 、 南 太 田 二 丁 目 、 南 太 田 三 丁 目 、  

南 太 田 四 丁 目 、 三 春 台 、 宮 元 町 、 六 ツ 川 一 丁 目 、 六 ツ 川 二 丁 目  

、 睦 町 及 び 若 宮 町 地 内 、 港 南 区 大 久 保 一 丁 目 、 大 久 保 二 丁 目 、  
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上 大 岡 西 一 丁 目 、 上 大 岡 西 二 丁 目 、 上 大 岡 西 三 丁 目 、 上 大 岡 東  

一 丁 目 、 上 永 谷 二 丁 目 、 上 永 谷 五 丁 目 、 港 南 四 丁 目 、 港 南 五 丁  

目 、 港 南 台 三 丁 目 、 港 南 台 四 丁 目 、 港 南 中 央 通 、 最 戸 一 丁 目 、  

最 戸 二 丁 目 、 笹 下 一 丁 目 、 笹 下 二 丁 目 、 芹 が 谷 一 丁 目 、 芹 が 谷  

二 丁 目 、 芹 が 谷 三 丁 目 、 芹 が 谷 四 丁 目 及 び 丸 山 台 一 丁 目 地 内 、  

保 土 ケ 谷 区 岩 井 町 、 岩 間 町 、 岡 沢 町 、 帷 子 町 、 釜 台 町 、 上 星 川  

一 丁 目 、 上 星 川 二 丁 目 、 上 星 川 三 丁 目 、 川 辺 町 、 神 戸 町 、 坂 本  

町 、 桜 ケ 丘 一 丁 目 、 瀬 戸 ケ 谷 町 、 天 王 町 、 西 久 保 町 、 西 谷 町 、  

西 谷 一 丁 目 、 西 谷 三 丁 目 、 西 谷 四 丁 目 、 仏 向 町 、 星 川 一 丁 目 、  

星 川 二 丁 目 、 星 川 三 丁 目 、 保 土 ケ 谷 町 、 峰 岡 町 、 峰 沢 町 、 宮 田  

町 、 和 田 一 丁 目 及 び 和 田 二 丁 目 地 内 、 旭 区 柏 町 、 上 川 井 町 、 笹  

野 台 一 丁 目 、 笹 野 台 二 丁 目 、 さ ち が 丘 、 四 季 美 台 、 鶴 ケ 峰 一 丁  

目 、 鶴 ケ 峰 二 丁 目 、 鶴 ケ 峰 本 町 一 丁 目 、 鶴 ケ 峰 本 町 二 丁 目 、 中  

希 望 が 丘 、 西 川 島 町 、 東 希 望 が 丘 、 二 俣 川 １ 丁 目 、 二 俣 川 ２ 丁  

目 、 本 村 町 、 万 騎 が 原 、 南 希 望 が 丘 及 び 若 葉 台 三 丁 目 地 内 、 磯  

子 区 磯 子 二 丁 目 、 磯 子 三 丁 目 、 岡 村 一 丁 目 、 岡 村 三 丁 目 、 上 町  

、 坂 下 町 、 下 町 、 汐 見 台 、 新 杉 田 町 、 杉 田 一 丁 目 、 杉 田 二 丁 目  

、 杉 田 三 丁 目 、 杉 田 四 丁 目 、 杉 田 五 丁 目 、 滝 頭 二 丁 目 、 滝 頭 三  

丁 目 、 中 浜 町 、 中 原 一 丁 目 、 中 原 二 丁 目 、 中 原 四 丁 目 、 西 町 、  

馬 場 町 、 原 町 、 東 町 、 久 木 町 、 丸 山 一 丁 目 、 丸 山 二 丁 目 、 森 二  

丁 目 、 森 三 丁 目 、 森 四 丁 目 、 森 五 丁 目 、 森 六 丁 目 、 洋 光 台 三 丁  

目 、 洋 光 台 四 丁 目 及 び 洋 光 台 五 丁 目 地 内 、 金 沢 区 朝 比 奈 町 、 釜  

利 谷 東 二 丁 目 、 釜 利 谷 東 三 丁 目 、 洲 崎 町 、 瀬 戸 、 大 道 一 丁 目 、  

大 道 二 丁 目 、 泥 亀 一 丁 目 、 寺 前 一 丁 目 、 寺 前 二 丁 目 、 富 岡 西 二  

丁 目 、 富 岡 西 三 丁 目 、 富 岡 西 五 丁 目 、 富 岡 西 六 丁 目 、 富 岡 西 七  

丁 目 、 富 岡 東 四 丁 目 、 富 岡 東 五 丁 目 、 富 岡 東 六 丁 目 、 並 木 一 丁  

目 、 並 木 二 丁 目 、 並 木 三 丁 目 、 能 見 台 一 丁 目 、 能 見 台 二 丁 目 、  

能 見 台 三 丁 目 、 能 見 台 四 丁 目 、 能 見 台 通 、 能 見 台 東 、 能 見 台 森  

、 東 朝 比 奈 三 丁 目 、 町 屋 町 、 六 浦 一 丁 目 、 六 浦 二 丁 目 、 六 浦 三  

丁 目 、 六 浦 四 丁 目 、 六 浦 五 丁 目 、 六 浦 東 一 丁 目 、 六 浦 東 二 丁 目  

、 六 浦 東 三 丁 目 、 六 浦 南 二 丁 目 、 六 浦 南 五 丁 目 及 び 谷 津 町 地 内  

、 港 北 区 大 倉 山 一 丁 目 、 大 倉 山 二 丁 目 、 大 倉 山 三 丁 目 、 大 倉 山  

五 丁 目 、 大 倉 山 六 丁 目 、 大 倉 山 七 丁 目 、 大 曽 根 一 丁 目 、 大 曽 根  

台 、 菊 名 一 丁 目 、 菊 名 四 丁 目 、 菊 名 五 丁 目 、 菊 名 六 丁 目 、 菊 名  

七 丁 目 、 岸 根 町 、 小 机 町 、 篠 原 町 、 篠 原 北 一 丁 目 、 篠 原 北 二 丁  

目 、 篠 原 台 町 、 篠 原 西 町 、 篠 原 東 一 丁 目 、 高 田 東 一 丁 目 、 高 田  

東 三 丁 目 、 高 田 東 四 丁 目 、 樽 町 一 丁 目 、 樽 町 二 丁 目 、 綱 島 台 、  

綱 島 西 一 丁 目 、 綱 島 西 二 丁 目 、 綱 島 西 三 丁 目 、 綱 島 西 四 丁 目 、  

綱 島 西 五 丁 目 、 綱 島 東 一 丁 目 、 綱 島 東 二 丁 目 、 鳥 山 町 、 仲 手 原  

一 丁 目 、 仲 手 原 二 丁 目 、 錦 が 丘 、 新 羽 町 、 日 吉 二 丁 目 、 日 吉 四  
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丁 目 、 日 吉 本 町 一 丁 目 、 日 吉 本 町 二 丁 目 、 日 吉 本 町 三 丁 目 、 日

吉 本 町 四 丁 目 及 び 大 豆 戸 町 地 内 、 緑 区 鴨 居 一 丁 目 、 鴨 居 二 丁 目

、 鴨 居 三 丁 目 、 鴨 居 四 丁 目 、 鴨 居 五 丁 目 、 霧 が 丘 三 丁 目 、 霧 が

丘 五 丁 目 、 台 村 町 、 寺 山 町 、 十 日 市 場 町 、 長 津 田 町 、 長 津 田 一

丁 目 、 長 津 田 二 丁 目 、 長 津 田 四 丁 目 、 長 津 田 五 丁 目 、 長 津 田 六

丁 目 、 長 津 田 七 丁 目 、 中 山 一 丁 目 、 中 山 二 丁 目 、 中 山 三 丁 目 、

中 山 四 丁 目 及 び 中 山 五 丁 目 地 内 、 青 葉 区 青 葉 台 一 丁 目 、 青 葉 台

二 丁 目 、 あ ざ み 野 一 丁 目 、 あ ざ み 野 二 丁 目 、 市 ケ 尾 町 、 美 し が

丘 一 丁 目 、 美 し が 丘 二 丁 目 、 美 し が 丘 四 丁 目 、 美 し が 丘 五 丁 目

、 荏 田 町 、 荏 田 西 一 丁 目 、 荏 田 西 二 丁 目 、 榎 が 丘 、 桜 台 、 さ つ

き が 丘 、 し ら と り 台 、 新 石 川 一 丁 目 、 新 石 川 二 丁 目 、 新 石 川 三

丁 目 、 す す き 野 一 丁 目 、 す す き 野 二 丁 目 、 す す き 野 三 丁 目 、 た

ち ば な 台 一 丁 目 、 た ち ば な 台 二 丁 目 、 つ つ じ が 丘 、 奈 良 町 、 奈

良 一 丁 目 、 奈 良 四 丁 目 、 奈 良 五 丁 目 、 藤 が 丘 一 丁 目 、 藤 が 丘 二

丁 目 、 松 風 台 、 も え ぎ 野 及 び も み の 木 台 地 内 、 都 筑 区 牛 久 保 西

一 丁 目 、 牛 久 保 西 二 丁 目 、 荏 田 東 四 丁 目 、 荏 田 南 一 丁 目 、 大 棚

町 、 大 丸 、 川 和 町 、 北 山 田 一 丁 目 、 北 山 田 二 丁 目 、 北 山 田 三 丁

目 、 葛 が 谷 、 高 山 、 茅 ケ 崎 中 央 、 中 川 一 丁 目 、 中 川 二 丁 目 、 中

川 六 丁 目 、 中 川 七 丁 目 、 中 川 八 丁 目 、 中 川 中 央 一 丁 目 、 中 川 中

央 二 丁 目 、 仲 町 台 一 丁 目 、 仲 町 台 二 丁 目 、 仲 町 台 四 丁 目 及 び 仲

町 台 五 丁 目 地 内 、 戸 塚 区 上 倉 田 町 、 川 上 町 、 品 濃 町 、 戸 塚 町 、

原 宿 二 丁 目 、 原 宿 三 丁 目 、 原 宿 四 丁 目 、 原 宿 五 丁 目 、 矢 部 町 及

び 吉 田 町 地 内 、 栄 区 笠 間 一 丁 目 、 笠 間 二 丁 目 、 笠 間 三 丁 目 、 鍛

冶 ケ 谷 一 丁 目 、 桂 町 、 公 田 町 、 小 菅 ケ 谷 一 丁 目 、 小 菅 ケ 谷 二 丁

目 、 中 野 町 及 び 柏 陽 地 内 、 泉 区 和 泉 中 央 北 五 丁 目 、 和 泉 中 央 南

一 丁 目 、 和 泉 中 央 南 二 丁 目 、 和 泉 中 央 南 四 丁 目 、 和 泉 中 央 南 五

丁 目 、 和 泉 町 、 上 飯 田 町 、 下 飯 田 町 、 中 田 北 二 丁 目 、 中 田 西 一

丁 目 、 中 田 西 二 丁 目 、 中 田 東 二 丁 目 、 中 田 東 三 丁 目 、 中 田 南 三

丁 目 、 中 田 南 四 丁 目 、 弥 生 台 、 緑 園 一 丁 目 、 緑 園 二 丁 目 、 緑 園

三 丁 目 及 び 緑 園 四 丁 目 地 内 並 び に 瀬 谷 区 相 沢 一 丁 目 、 瀬 谷 三 丁

目 、 瀬 谷 四 丁 目 、 瀬 谷 五 丁 目 、 中 央 、 二 ツ 橋 町 、 三 ツ 境 、 南 瀬

谷 二 丁 目 、 南 台 一 丁 目 及 び 南 台 二 丁 目 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  231 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 用 途 地 区 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別

用 途 地 区 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 用 途 地 区  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   神 奈 川 区 菅 田 町 及 び 羽 沢 町 地 内 、 保 土 ケ 谷 区 新 井 町 、 上 菅 田

町 、 西 谷 二 丁 目 、 西 谷 町 及 び 東 川 島 町 地 内 、 旭 区 今 宿 町 、 今 宿

一 丁 目 、 今 宿 二 丁 目 、 金 が 谷 、 金 が 谷 一 丁 目 、 金 が 谷 二 丁 目 、

川 島 町 、 笹 野 台 一 丁 目 、 笹 野 台 二 丁 目 、 笹 野 台 三 丁 目 、 笹 野 台

四 丁 目 、 さ ち が 丘 、 善 部 町 、 中 尾 一 丁 目 、 中 尾 二 丁 目 、 中 希 望

が 丘 、 中 沢 一 丁 目 、 中 沢 二 丁 目 、 中 沢 三 丁 目 、 東 希 望 が 丘 、 二

俣 川 １ 丁 目 、 本 村 町 、 南 希 望 が 丘 及 び 矢 指 町 地 内 、 栄 区 犬 山 町

、 尾 月 、 桂 台 東 、 桂 台 南 一 丁 目 、 桂 台 南 二 丁 目 、 上 郷 町 、 上 之

町 及 び 野 七 里 一 丁 目 地 内 並 び に 瀬 谷 区 阿 久 和 西 一 丁 目 、 阿 久 和

西 二 丁 目 、 阿 久 和 西 三 丁 目 、 阿 久 和 西 四 丁 目 、 阿 久 和 東 一 丁 目

、 阿 久 和 東 二 丁 目 、 阿 久 和 東 三 丁 目 、 阿 久 和 東 四 丁 目 、 二 ツ 橋

町 及 び 三 ツ 境 地 内  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   中 区 尾 上 町 、 真 砂 町 及 び 港 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  232 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区

計 画 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画  

  関 内 駅 前 地 区 地 区 計 画  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   中 区 蓬 莱 町 及 び 万 代 町 地 内   

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   中 区 尾 上 町 、 真 砂 町 及 び 港 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  233 号  

   主 要 地 域 生 活 道 路 の 指 定  

 横 浜 生 活 利 便 機 能 誘 導 低 層 住 居 地 区 建 築 条 例 （ 令 和 ６ 年 横 浜 市 条

例 第 １ 号 ） 別 表 第 ２ 第 １ 項 第 ２ 号 イ に 規 定 す る 主 要 地 域 生 活 道 路 を

、 別 図 の と お り 指 定 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 告 示 第  234 号  

   横 浜 市 港 湾 施 設 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 港 湾 施  

   設 の 告 示 の 一 部 改 正  

 横 浜 市 港 湾 施 設 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 港 湾 施 設 の 告 示

（ 平 成 31 年 ２ 月 横 浜 市 告 示 第  102 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、

令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 第 ５ 項 第 ３ 号 ア の 表 中  

「  

同  Ｐ ― ３ 号 岸 壁 荷 さ ば き 地  同        32,574  

同  Ｂ 号 荷 さ ば き 地  同        14,092  

同  Ｃ 号 荷 さ ば き 地  同        29,322  

                             」  

を  

「  

同  Ｐ ― ３ 号 岸 壁 荷 さ ば き 地  同        32,574  

同  Ｃ 号 荷 さ ば き 地  同        29,322  

                             」  

に 、  

「  

同  Ｋ 号 荷 さ ば き 地  同        11,386  

同  Ｌ 号 荷 さ ば き 地  同         8,098  

同  Ｏ 号 荷 さ ば き 地  同         9,220  

                             」  

を  

「  

同  Ｋ 号 荷 さ ば き 地  同        11,386  

同  Ｏ 号 荷 さ ば き 地  同         9,220  

                             」  

に 改 め る 。  

 第 ７ 項 第 １ 号 の 表 中  

「  

同  緑 地  同  植 栽      25,551  

                             」  

を  

「  

同  緑 地  同  植 栽      17,941  

                             」  

に 改 め る 。
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横 浜 市 告 示 第  235 号  

   タ ッ チ ー く ん グ ッ ズ 売 払 代 金 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令 和 ６ 年 政 令 第 12 号

） 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る

地 方 自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 に よ る 改 正 前 の 地 方 自 治

法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

タ ッ チ ー く ん グ ッ ズ 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地    委 託 し た 期 間  

特 定 非 営 利 活 動 法

人 さ か え 区 民 活 動

支 援 協 会  

理 事 長  

 片  岡  喜 久 江  

栄 区 桂 町  279 番 地

の 29  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  
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公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  268 号  

   災 害 対 策 基 本 法 に 基 づ く 指 定 避 難 所 及 び 指 定 緊 急 避 難 場  

   所 の 指 定  

 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第  223 号 ） 第 49 条 の ７ 及 び 第 49 条

の ４ の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 避 難 所 及 び 指 定 緊 急 避 難 場 所 を 、 次 の と

お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ５ 月 ７ 日  

２  指 定 避 難 所  

    名    称      所   在   地  

横 浜 市 立 菅 田 の 丘 小 学 校  神 奈 川 区 菅 田 町  1,393 番 地  

横 浜 市 立 旧 菅 田 小 学 校  神 奈 川 区 菅 田 町  674 番 地  

３  指 定 緊 急 避 難 場 所   

  名  称  所  在  地  

対 象 と す る 異 常 な 現 象 の 種

類 （ ※ １ ）  

洪 水  

崖 崩

れ 、

土 石

流 及

び 地

滑 り  

高 潮  地 震  

大 規

模 な

火 事  

横 浜 市 立 菅 田 の

丘 小 学 校  

神 奈 川 区 菅 田

町  1,393 番 地  

○  ○  ○  ○   

横 浜 市 立 旧 菅 田

小 学 校  

神 奈 川 区 菅 田

町  674 番 地  

○  ○  ○  ○  ○  

 ※ １  異 常 な 現 象 の 種 類 毎 に 校 舎 及 び 体 育 館 を 指 定 す る 。 表 中 の  

   表 記 は 次 の と お り と す る 。 ○ ： 全 て の 施 設 を 指 定 す る 。  
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横 浜 市 公 告 第  269 号  

   災 害 対 策 基 本 法 に 基 づ く 指 定 避 難 所 及 び 指 定 緊 急 避 難 場  

   所 の 指 定 の 取 消 し  

 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第  223 号 ） 第 49 条 の ６ の 規 定 に 基

づ き 、 指 定 避 難 所 及 び 指 定 緊 急 避 難 場 所 の 指 定 を 、 次 の と お り 取 り

消 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  取 消 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ５ 月 ７ 日  

２  指 定 避 難 所  

    名    称         所   在   地     

横 浜 市 立 菅 田 中 学 校  神 奈 川 区 菅 田 町  2,017 番 地  

横 浜 市 立 菅 田 の 丘 小 学 校  神 奈 川 区 菅 田 町  674 番 地  

３  指 定 緊 急 避 難 場 所  

名  称  所 在 地  対 象 と す る 異 常 な 現 象 の 種 類  

横 浜 市 立 菅 田

中 学 校  

神 奈 川 区 菅 田

町  2,017 番 地  

洪 水 、 崖 崩 れ 、 土 石 流 及 び 地

滑 り 、 高 潮 、 地 震  

横 浜 市 立 菅 田

の 丘 小 学 校  

神 奈 川 区 菅 田

町  674 番 地  

洪 水 、 崖 崩 れ 、 土 石 流 及 び 地

滑 り 、 高 潮 、 地 震 、 大 規 模 な

火 事  
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横 浜 市 公 告 第  270 号  

   市 有 地 の 売 払 い に 関 す る 一 般 競 争 入 札 の 施 行  

 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

              契 約 事 務 受 任 者  

              横 浜 市 財 政 局 長  松  井  伸  明  

１  競 争 入 札 に 付 す る 事 項  

 (1)  件  名  

   市 有 地 の 売 払 い  

 (2)  物 件 の 所 在 等  

物 件

番 号  
      土 地 の 所 在        地 目  

地  積  

（ ㎡ ）  

2826  鶴 見 区 小 野 町 14 番 の 68  宅 地      31.20  

2827  鶴 見 区 駒 岡 三 丁 目  1,397 番 の ９  宅 地     190.68  

2828  鶴 見 区 駒 岡 三 丁 目  1,397 番 の 10  宅 地     246.05  

2829  保 土 ケ 谷 区 星 川 三 丁 目  454 番 の ５ ほ か  宅 地     118.97  

2830  保 土 ケ 谷 区 星 川 三 丁 目  458 番 の ６ ほ か  宅 地      76.39  

2831  保 土 ケ 谷 区 星 川 三 丁 目  544 番 の １  宅 地      84.54  

2832  戸 塚 区 品 濃 町 字 宿 ノ 背 戸  280 番 の ７  雑 種 地  
   186.52  

  （186）   

2833  泉 区 新 橋 町 54 番 の ５  宅 地     160.91  

2834  泉 区 新 橋 町 字 神 明 谷  1,379 番 の 10  宅 地     166.67  

2835  泉 区 新 橋 町 字 神 明 谷  1,379 番 の 12  宅 地     179.40  

2836  泉 区 新 橋 町 字 慶 林 小 谷  2,112 番 の ５  宅 地     200.40  

2837  泉 区 中 田 北 一 丁 目  2,703 番 の ４ ほ か  
宅 地  

雑 種 地  

   738.66  

（737.92）  

2839  南 区 中 村 町 四 丁 目  274 番 の 42  宅 地      24.71  

   地 積 欄 は 、 登 記 記 録 上 の 面 積  

   た だ し 、 物 件 番 号 2832 、 2837 番 は 地 積 測 量 図 面 積 、 ( ) 内 が  

  登 記 記 録 上 の 面 積  

 (3)  最 低 売 却 価 格  

   物 件 番 号 2826 番    6,230,000 円  

   物 件 番 号 2827 番    8,530,000 円  

   物 件 番 号 2828 番    8,490,000 円  

   物 件 番 号 2829 番   29,690,000 円  

   物 件 番 号 2830 番   19,580,000 円  

   物 件 番 号 2831 番   16,570,000 円  

   物 件 番 号 2832 番   20,060,000 円  

   物 件 番 号 2833 番   23,300,000 円  

   物 件 番 号 2834 番   25,670,000 円  
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   物 件 番 号 2835 番   27,630,000 円  

   物 件 番 号 2836 番   29,380,000 円  

   物 件 番 号 2837 番  147,070,000 円  

   物 件 番 号 2839 番    1,010,000 円  

 (4)  入 札 に 付 す 条 件  

   市 有 地 公 募 売 却 事 業 一 般 競 争 入 札 売 払 募 集 要 領 （ 以 下 「 募 集

要 領 」 と い う 。 ） に よ る 。  

２  入 札 参 加 資 格  

 (1)  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  238 条 の ３ の 規 定 に 該

当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 (2)  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  167 条 の ４ の 規

定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 (3)  横 浜 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 23 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 51 号 ） 第

２ 条 又 は 第 ７ 条 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 (4)  神 奈 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 22 年 神 奈 川 県 条 例 第 75 号 ） 第

23 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 違 反 す る 事 実 が な い 者 で あ る こ と 。  

 (5)  無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 平 成

11 年 法 律 第  147 号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 処 分 を 受 け て い る 団

体 若 し く は そ の 代 表 者 、 主 幹 者 そ の 他 の 構 成 員 又 は 当 該 構 成 員

を 含 む 団 体 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

３  募 集 要 領 の 交 付  

 (1)  交 付 期 間  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日 か ら 令 和 ６ 年 ６ 月 24 日 ま で （ 日 曜 日 、 土 曜

日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23 年 法 律 第  178 号 ） に 規

定 す る 休 日 を 除 く 午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で ）  

 (2)  交 付 場 所  

   中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ シ リ テ ィ  

   マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 ほ か  

   電 話  045(671)2264 

４  入 札 参 加 申 込 の 受 付  

 (1)  受 付 期 間  

   令 和 ６ 年 ６ 月 11 日 か ら 令 和 ６ 年 ６ 月 24 日 ま で 必 着  

 (2)  受 付 場 所  

   中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ シ リ テ ィ  

   マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課  

   電 話  045(671)2264 

 (3)  受 付 方 法  

   書 留 郵 便  
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５  入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所  

 (1)  入 札  

   令 和 ６ 年 ７ 月 12 日 ま で  

   書 留 郵 便 で 必 着  

   （ 宛 先 ） 中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

       横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ  

       シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ  

       ン ト 推 進 課  

 (2)  開 札  

   令 和 ６ 年 ７ 月 18 日  

   （ 所 在 ） 中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   （ 会 場 名 ） 横 浜 市 役 所 会 議 室  み な と １ 、 ２ 、 ３  

６  入 札 保 証 金  

  入 札 者 は 、 入 札 金 額 の  100 分 の ５ 以 上 の 入 札 保 証 金 を 、 横 浜 市

が 発 行 す る 納 付 書 に よ り 期 限 ま で に 横 浜 市 指 定 金 融 機 関 に 納 付 し

な け れ ば な ら な い 。  

７  入 札 の 無 効  

  次 の 入 札 は 無 効 と す る 。  

 (1)  第 ２ 項 の 資 格 条 件 を 満 た さ な い 者 が 行 っ た 入 札  

 (2)  募 集 要 領 に お け る 入 札 要 領 第 ８ 条 に 定 め る 入 札  

８  契 約 書 作 成 の 要 否  

  横 浜 市 が 定 め る 売 買 契 約 書 に よ る 契 約 書 の 作 成 を 要 す る 。  
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横 浜 市 公 告 第  271 号  

   市 有 地 の 貸 付 け に 関 す る 一 般 競 争 入 札 の 施 行  

 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

              契 約 事 務 受 任 者  

              横 浜 市 に ぎ わ い ス ポ ー ツ 文 化 局 長  

              足  立  哲  郎   

１  競 争 入 札 に 付 す る 事 項  

 (1)  件 名  

   市 有 地 の 貸 付 け  

 (2)  物 件 の 所 在 等  

  土 地 の 所 在  地 目  地 積 ( ㎡ )  

磯 子 区 西 町 １ 番 の 25  宅 地     1,944.07  

 (3)  最 低 貸 付 価 格 （ 月 額 ）  

     826,230  円  

 (4)  貸 付 物 件 の 使 用 目 的 （ 用 途 指 定 ）  

   磯 子 区 西 町 土 地 公 募 貸 付 実 施 要 項 に よ る 。  

 (5)  貸 付 期 間  

   令 和 ６ 年 ８ 月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 ７ 月 31 日  

   （ 自 動 更 新 １ 回 （ １ 年 間 ） ま で 可 ）  

 (6)  入 札 に 付 す 条 件  

   磯 子 区 西 町 土 地 公 募 貸 付 実 施 要 項 に よ る 。  

２  磯 子 区 西 町 土 地 公 募 貸 付 実 施 要 項 の 交 付  

 (1)  交 付 期 間  

   令 和 ６ 年 ５ 月 27 日 か ら 令 和 ６ 年 ６ 月 25 日 ま で ( 日 曜 日 、 土 曜

日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23 年 法 律 第  178 号 ） に 規

定 す る 休 日 を 除 く 午 前 ９ 時 か ら 正 午 ま で 及 び 午 後 １ 時 か ら 午 後

５ 時 ま で )  

 (2)  交 付 場 所  

   横 浜 市 中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 に ぎ わ い ス ポ ー ツ 文 化 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 （ 市 庁 舎 28 階  

   ）  

   電 話  045(671)3288 

３  入 札 参 加 資 格  

  個 人 、 団 体 及 び 法 人 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 者 を 除 く 。  

 (1)  契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者 及 び 破 産 者 で 復 権 を 得 な い  

  者  

 (2)  契 約 条 項 に 違 反 し 、 こ の 事 実 が あ っ た 後 ２ 年 を 経 過 し な い 者  

 (3)  正 当 な 理 由 な く 契 約 を 締 結 せ ず 、 こ の 事 実 が あ っ た 後 ２ 年 を

経 過 し な い 者  
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 (4)  横 浜 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 23 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 51 号 ） 第

２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 、 同 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員

等 、 同 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 経 営 支 配 法 人 等 又 は 同 条 例 第

７ 条 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る と 認 め ら れ る

者  

 (5)  神 奈 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 22 年 神 奈 川 県 条 例 第 75 号 ） 第

23 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 違 反 し て い る 事 実 が あ る 者  

 (6)  無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 平 成

11 年 法 律 第  147 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 各 号 に 該 当 す る 団 体 、 そ の 役

職 員 及 び 構 成 員  

 (7)  そ の 他 、 借 受 人 と し て 適 さ な い と 判 断 さ れ る 者  

４  入 札 参 加 の 手 続  

  当 該 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 必 要 書 類 を 各 １ 部 用 意 し 、 受

付 期 間 内 に 受 付 場 所 ま で 直 接 持 参 す る こ と 。  

 (1)  必 要 書 類  

   磯 子 区 西 町 土 地 公 募 貸 付 実 施 要 項 に よ る 。  

 (2)  受 付 期 間  

   令 和 ６ 年 ５ 月 27 日 か ら 令 和 ６ 年 ６ 月 25 日 ま で ( 日 曜 日 、 土 曜

日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 に 規 定 す る 休 日 を 除 く 午 前 ９ 時

か ら 正 午 ま で 及 び 午 後 １ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で )  

 (3)  受 付 場 所  

   横 浜 市 中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 に ぎ わ い ス ポ ー ツ 文 化 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 （ 市 庁 舎 28 階  

   ）  

   電 話  045(671)3288 

５  入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所  

  令 和 ６ 年 ７ 月 ４ 日 午 後 ０ 時 30 分  

  横 浜 市 中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  市 庁 舎 29 階 会 議 室  

６  入 札 保 証 金  

  入 札 保 証 金 は 免 除 す る 。  

７  入 札 の 無 効  

  次 の 入 札 は 無 効 と す る 。  

 (1)  第 ３ 項 の 資 格 条 件 を 満 た さ な い 者 が 行 っ た 入 札  

 (2)  磯 子 区 西 町 土 地 公 募 貸 付 実 施 要 項 に お け る 入 札 実 施 要 領 第 ７

条 に 定 め る 入 札  

８  貸 付 料 の 納 入 方 法  

  本 市 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ り 、 １ 年 毎 、 本 市 が 定 め る 期 日

ま で に 納 付 す る こ と 。  

９  そ の 他  
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  詳 細 は 磯 子 区 西 町 土 地 公 募 貸 付 実 施 要 項 に よ る 。  
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横 浜 市 公 告 第  272 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   ト レ ッ サ 横 浜  

   港 北 区 師 岡 町  700 番 地 ほ か  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   株 式 会 社 ト ヨ タ オ ー ト モ ー ル ク リ エ イ ト  

    代 表 取 締 役  河  合  利  夫  

   名 古 屋 市 中 村 区 平 池 町 ４ 丁 目 60 番 地 の 12  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

ユ ザ ワ ヤ 商 事 株 式 会

社  

代 表 取 締 役  

 畑  中  喜  雄  

東 京 都 大 田 区 西 蒲 田

８ 丁 目 ４ 番 12 号  

ほ か 89 者  

ユ ザ ワ ヤ 商 事 株 式 会

社  

代 表 取 締 役  

 畑  中  伸  元  

東 京 都 大 田 区 西 蒲 田

８ 丁 目 ４ 番 12 号  

ほ か 90 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ５ 年 10 月 １ 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 の 代 表 者 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課
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横 浜 市 公 告 第  273 号  

   公 園 の 区 域 の 変 更  

 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 区 域 を 変 更 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名 称   位  置  変 更 に 係

る 区 域  

  面   積    変 更 年 月

日  新  旧  

帷 子 川 緑 道  旭 区 今 宿 南

町  1,962 番

の ２ 地 先  

別 図 の と

お り  

 6,540 ㎡  

 

 3,057 ㎡  令 和 ６ 年

５ 月 24 日  

 別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 公 告 第  274 号  

   公 園 の 一 時 利 用 停 止  

 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 利 用 を 一 時 停 止 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名 称   位  置  一 時 利 用 停 止

の 区 域 及 び 面

積  

一 時 利 用

停 止 の 態

様  

一 時 利 用 停 止

期 間  

さ ち が 丘 第

二 公 園  

旭 区 さ ち が

丘  136 番 の

26  

別 図 の と お り  

    380 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ６ 年 ６ 月  

１ 日 か ら 令 和  

６ 年 ８ 月 29 日  

ま で  

 別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 公 告 第  275 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  鶴 見 区 安 善 町 ２ 丁 目 ３ 番 の ２ 及 び ３ 番 の ４ の 各 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物 、 砒 素 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合  

 物  

３  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  

４  そ の 他  

  こ の 公 告 に よ り 指 定 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 は 、 土 壌 汚 染 対

策 法 施 行 規 則 （ 平 成 14 年 環 境 省 令 第 29 号 ） 第 58 条 第 ５ 項 第 12 号 に

該 当 す る 。  
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横 浜 市 公 告 第  276 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  神 奈 川 区 守 屋 町 ３ 丁 目 ９ 番 の ６ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  

３  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  277 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  港 北 区 師 岡 町 字 沼 上 耕 地  800 番 の １ 、  800 番 の ６ 、  800 番 の ９

、  800 番 の 11 、  800 番 の 13 、  800 番 の 14 、  821 番 の ３ 、  821 番 の

４ 、  821 番 の ５ 、  821 番 の ９ 、  821 番 の 10 、  821 番 の 11 、  821 番

の 12 、  821 番 の 13 、  821 番 の 17 、  821 番 の 18 、  821 番 の 19 及 び 82  

 1 番 の 20 の 各 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  278 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   一 部 の 解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 平 成

22 年 ８ 月 横 浜 市 公 告 第  557 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  鶴 見 区 元 宮 一 丁 目  640 番 の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  シ ア ン 化 合 物  

３  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 及 び 原 位 置 で の 浄 化 に よ る 除 去  
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横 浜 市 公 告 第  279 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   一 部 の 解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

５ 年 ２ 月 横 浜 市 公 告 第 60 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を 解

除 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  保 土 ケ 谷 区 川 島 町  522 番 の ３ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  

３  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  

４  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去  
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横 浜 市 公 告 第  280 号  

   事 後 調 査 結 果 報 告 書 の 提 出  

 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 22 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 ） 第 57

条 に お い て 準 用 す る 同 第 38 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 相 鉄 ・ 東 急 直

通 線 に 係 る 事 後 調 査 結 果 報 告 書 の 提 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 公 告 第  281 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

指 定

番 号  

 名  称   代 表 者 氏 名  営 業 所 所 在 地  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

00949  オ ザ ワ 総 合

設 備 株 式 会

社  

小  澤  淳  一  (新) 保 土 ケ 谷 区  

坂 本 町 98 番 地  

の ７  

(旧) 保 土 ケ 谷 区

峰 岡 町 ２ 丁 目  

 214 番 地  
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横 浜 市 公 告 第  282 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 の 取 消 し  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 を

取 り 消 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 番 号    名  称  営 業 所 所 在 地  取 消 年 月 日  

 00685  相 武 設 備 工 業 株

式 会 社  

神 奈 川 区 片 倉 二

丁 目 66 番 ６ 号  

令 和 ６ 年 ３ 月 29 日  

 30097  株 式 会 社 和 興 業  泉 区 和 泉 中 央 南

五 丁 目 ３ 番 25 号  

令 和 ６ 年 ４ 月 11 日  
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横 浜 市 公 告 第  283 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 事 業 予 定 地 の 指 定  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 に 係 る 土 地 の 一 部 を 次 の と お り 事 業 予

定 地 と し て 指 定 す る 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 公 衆 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 施 設 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ３ ・ 11 号 環 状 ３ 号 線 （ 阿 久 和 地 区 ）  

２  指 定 に 係 る 土 地 の 区 域  

  瀬 谷 区 阿 久 和 西 三 丁 目 ２ 番 の ６  
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横 浜 市 公 告 第  284 号  

   事 業 予 定 地 の 指 定 に 伴 う 土 地 の 買 取 り の 申 出 の 相 手 方  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 に 係 る 土 地 の 一 部 が 事 業 予 定 地 と し て

指 定 さ れ た こ と に 伴 い 、 同 法 第 56 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 買 取

り の 申 出 の 相 手 方 を 次 の と お り 定 め る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  土 地 の 買 取 り の 申 出 の 相 手 方 の 住 所 及 び 氏 名  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 長  山  中  竹  春  

２  申 出 を す べ き 土 地 の 区 域  

  瀬 谷 区 阿 久 和 西 三 丁 目 ２ 番 の ６  

３  都 市 計 画 施 設 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ３ ・ 11 号 環 状 ３ 号 線 （ 阿 久 和 地 区 ）  
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横 浜 市 公 告 第  285 号  

   事 業 予 定 地 の 指 定 に 伴 う 土 地 の 有 償 譲 渡 の 届 出 の 相 手 方  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り  

、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 に 係 る 土 地 の 一 部 が 事 業 予 定 地 と し て  

指 定 さ れ た こ と に 伴 い 、 同 法 第 57 条 第 ２ 項 本 文 の 規 定 に よ る 土 地 の  

有 償 譲 渡 の 届 出 の 相 手 方 を 次 の と お り 定 め る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  土 地 の 有 償 譲 渡 の 届 出 の 相 手 方 の 住 所 及 び 氏 名  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 長  山  中  竹  春  

２  申 出 を す べ き 土 地 の 区 域  

  瀬 谷 区 阿 久 和 西 三 丁 目 ２ 番 の ６  

３  都 市 計 画 施 設 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ３ ・ 11 号 環 状 ３ 号 線 （ 阿 久 和 地 区 ）  
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横 浜 市 公 告 第  286 号  

   建 築 協 定 認 可 に 係 る 建 築 協 定 書 の 縦 覧 及 び 公 開 に よ る 意  

   見 の 聴 取 の 開 催  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 東 戸 塚 グ リ ー ン タ ウ ン 建 築 協 定 の 認 可 申 請 が あ っ た の で 、 次 の

と お り 、 同 法 第 71 条 の 規 定 に 基 づ き 関 係 人 の 縦 覧 に 供 す る と と も に

、 同 法 第 72 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 を 行 う 。  

 こ の 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ た い 者 は 、 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に 申 し 出 な

け れ ば な ら な い 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  縦 覧 期 間  

  令 和 ６ 年 ５ 月 24 日 か ら 令 和 ６ 年 ６ 月 21 日 ま で  

２  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課  

３  縦 覧 時 間  

  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

４  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 期 日  

  令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日 午 前 10 時 00 分  

５  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 場 所  

  東 戸 塚 グ リ ー ン タ ウ ン 自 治 会 館  
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横 浜 市 公 告 第  287 号  

   建 築 協 定 認 可 に 係 る 建 築 協 定 書 の 縦 覧 及 び 公 開 に よ る 意  

   見 の 聴 取 の 開 催  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 新 石 川 二 丁 目 C 地 区 建 築 協 定 の 認 可 申 請 が あ っ た の で 、 次 の と

お り 、 同 法 第 71 条 の 規 定 に 基 づ き 関 係 人 の 縦 覧 に 供 す る と と も に 、

同 法 第 72 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 を 行 う 。  

 こ の 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ た い 者 は 、 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に 申 し 出 な

け れ ば な ら な い 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  縦 覧 期 間  

  令 和 ６ 年 ５ 月 27 日 か ら 令 和 ６ 年 ６ 月 21 日 ま で  

２  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課  

３  縦 覧 時 間  

  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

４  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 期 日  

  令 和 ６ 年 ７ 月 ５ 日 午 前 ９ 時 30 分  

５  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 場 所  

  青 葉 区 市 ケ 尾 町 31 番 の ４  

  横 浜 市 青 葉 区 役 所 ４ 階   405 会 議 室  
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横 浜 市 公 告 第  288 号  

   建 築 協 定 の 認 可  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 73 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 港 南 富 士 見 台 建 築 協 定 を 認 可 し た 。  

 そ の 建 築 協 定 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日                     

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   
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横 浜 市 公 告 第  289 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ４ 年 ６ 月 ６ 日 第 2022 開 1603 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  川 崎 市 麻 生 区 東 百 合 丘 ４ 丁 目 ８ 番 ５ 号  

  株 式 会 社 緑 野 丘 企 画  

   代 表 取 締 役  片  山  ひ ろ み  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  泉 区 岡 津 町  1,307 番 の １ 、  1,307 番 の ３ か ら  1,307 番 の ５ ま で

、  1,307 番 の ６ の 一 部 、  1,307 番 の ７ 、  1,308 番 の １ か ら  1,308  

番 の ３ ま で 、  1,308 番 の ４ の 一 部 、  1,309 番 の １ か ら  1,309 番 の

９ ま で 、  1,330 番 の １ か ら  1,330 番 の ７ ま で 、  1,330 番 の ９ 、 1,  

330 番 の 10 、  1,330 番 の 11 の 一 部 、  1,330 番 の 12 か ら  1,330 番 の

17 ま で 、  1,331 番 の １ 、  1,331 番 の ５ の 一 部 、  1,331 番 の ６ の 一

部 、  1,331 番 の ７ 、  1,333 番 の １ 、  1,333 番 の ３ の 一 部 、  1,336  

番 の ２ 、  1,338 番 の １ 、  1,338 番 の 28 、  1,338 番 の 29 の 一 部 、 1,  

344 番 の １ の 一 部 、  1,344 番 の ７ の 一 部 、  1,344 番 の 12 、  1,344  

番 の 14 か ら  1,344 番 の 16 ま で 、  1,344 番 の 17 の 一 部 、  1,344 番 の

18 か ら  1,344 番 の 30 ま で 及 び  1,345 番 の ６ の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  290 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 12 月 22 日 第 2023 開 1410 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  東 京 都 西 東 京 市 芝 久 保 町 ４ 丁 目 26 番 ３ 号  

  株 式 会 社 東 栄 住 宅  

   代 表 取 締 役  佐  藤  千  尋  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  瀬 谷 区 橋 戸 二 丁 目 26 番 の 17 及 び 26 番 の 32 か ら 26 番 の 52 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  291 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ７ 月 28 日 第 2023 開  703 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  相 模 原 市 中 央 区 中 央 ４ 丁 目 12 番 ７ 号  

  株 式 会 社 日 本 物 産  

   代 表 取 締 役  井  上  康  誠  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  保 土 ケ 谷 区 岡 沢 町  270 番 の １ 、  270 番 の ６ の 一 部 、  270 番 の 11

の 一 部 及 び  270 番 の 12 か ら  270 番 の 21 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  292 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 14 ・ １ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   22.94 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  瀬 谷 区 下 瀬 谷 二 丁 目 ５ 番 の 11  

６  申 請 者 の 氏 名  

  平 和 住 宅 有 限 会 社  

   代 表 取 締 役  小  坂  春  夫  
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横 浜 市 公 告 第  293 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 11 ・ １ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ４ 月 26 日  

３  道 路 の 幅 員  

  6.00 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   29.43 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  港 北 区 新 吉 田 東 三 丁 目  755 番 の ２ 、  755 番 の ４ 及 び  755 番 の ８

か ら  755 番 の 10 ま で  

６  申 請 者 の 氏 名  

  小  島  躋    

  増  田  成  子  

  増  田  豊  一  
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横 浜 市 公 告 第  294 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 40 ・ 17 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ 及 び 6.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   310.20 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  南 区 永 田 山 王 台  1,772 番 の 45 地 先 か ら  1,772 番 の  297 地 先 ま で

、  1,772 番 の 67 地 先 か ら  1,772 番 の  289 地 先 ま で 及 び  1,772 番 の  

 105 地 先 か ら  1,772 番 の 50 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  295 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 33 ・  131 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ４ 月 30 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  6.30 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   73.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  緑 区 北 八 朔 町  1,502 番 の 35 地 先 か ら  1,502 番 の  127 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  296 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日  

２  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

  9.76 ｍ  

４  廃 止 の 場 所  

  緑 区 長 津 田 み な み 台 一 丁 目 ５ 番 の 37 の 一 部  
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達  

 

達 第 35 号  

                         庁 中 一 般  

 横 浜 市 郵 送 請 求 事 務 セ ン タ ー 規 程 （ 平 成 26 年 １ 月 達 第 １ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 第 １ 条 中 「 横 浜 市 市 民 局 区 政 支 援 部 窓 口 サ ー ビ ス 課 の 職 員 の 兼 務

に 関 す る 規 則 」 を 「 横 浜 市 市 民 局 窓 口 サ ー ビ ス 部 窓 口 サ ー ビ ス 課 の

職 員 の 兼 務 に 関 す る 規 則 」 に 、 「 市 民 局 区 政 支 援 部 窓 口 サ ー ビ ス 課

」 を 「 市 民 局 窓 口 サ ー ビ ス 部 窓 口 サ ー ビ ス 課 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 達 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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区 告 示  

 

泉 区 告 示 第 ３ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 25 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 夏 刈 場 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 25 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

佐  藤  康  一  

泉 区 中 田 南 四 丁 目 48

番 ９ 号  

山  本  大  介  

泉 区 中 田 南 四 丁 目 40

番 ６ 号  
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神 奈 川 区 告 示 第 ５ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 バ ー ド ガ ー デ ン 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が

あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日  

             横 浜 市 神 奈 川 区 長  鈴  木  茂  久   

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

高  柳  満 喜 子  

神 奈 川 区 神 大 寺 二 丁

目 ７ 番 ２ 号  

小  黒  奈  美  

神 奈 川 区 神 大 寺 二 丁

目 ６ 番 42 号  

主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

神 奈 川 区 神 大 寺 二 丁

目 ７ 番 ２ 号  

神 奈 川 区 神 大 寺 二 丁

目 ６ 番 42 号  
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泉 区 告 示 第 ４ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 西 が 岡 第 三 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

秋  元  智 恵 子  

泉 区 西 が 岡 三 丁 目 20

番 地 の ２  

小  林    忍  

泉 区 岡 津 町  1,015 番

地 の ８  
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泉 区 告 示 第 ５ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 西 が 岡 第 二 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

武  田  孝  司  

泉 区 西 が 岡 二 丁 目 ７

番 地 の １  

江  波  千  晶  

泉 区 西 が 岡 二 丁 目 25

番 地 の ３  

 



                     横 浜 市 報  定期第 167 号 令和６年５月24日 

98 

泉 区 告 示 第 ６ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 双 葉 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

南  川  賢  治  

泉 区 中 田 西 二 丁 目 28

番 64 号  

常  岡  千  秋  

泉 区 中 田 西 二 丁 目 28

番 66 号  
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旭 区 告 示 第 19 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 白 根 三 信 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日  

               横 浜 市 旭 区 長  権  藤  由 紀 子  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

古  屋    彰  

旭 区 白 根 八 丁 目 22 番

18 号  

中  山    勇  

旭 区 白 根 八 丁 目 26 番

８ 号  
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都 筑 区 告 示 第 1952 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 10 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 都 筑 が 丘 第 ２ 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ

っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 10 日  

              横 浜 市 都 筑 区 長  佐 々 田  賢  一  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

小  林  英  紀  

都 筑 区 川 和 町  2,193  

番 地 の 16  

吉  野    太  

都 筑 区 川 和 町  1,715  

番 地 の 28  
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港 南 区 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 13 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 宮 谷 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 13 日  

              横 浜 市 港 南 区 長  栗  原  敏  也  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

安  宅  信  行  

港 南 区 港 南 台 二 丁 目

20 番 ９ 号  

八 ッ 橋  武  明  

港 南 区 港 南 台 二 丁 目

20 番 ８ 号  
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南 区 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 14 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 鶴 ヶ 丘 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 14 日  

               横 浜 市 南 区 長  髙  澤  和  義  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

西  勝    宏  

南 区 別 所 中 里 台 ６ 番

８ 号  

鈴  木  伸  一  

南 区 別 所 中 里 台 ９ 番

18 号  
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泉 区 告 示 第 ７ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 14 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 朝 日 町 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 14 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

松  田  眞  一  

泉 区 中 田 東 二 丁 目 35

番 19 号  

稲  見    勇  

泉 区 中 田 東 四 丁 目 ３  

番 17 号  
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泉 区 告 示 第 ８ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 14 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 白 百 合 東 町 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 14 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

山  下    勝  

泉 区 白 百 合 一 丁 目 22

番 13 号  

倉  本  和  義  

泉 区 白 百 合 一 丁 目 22

番 15 号  
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栄 区 告 示 第 ２ 号  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 庄 戸 一 丁 目 町 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

               横 浜 市 栄 区 長  松  永  朋  美   

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

菅    和  利  

栄 区 庄 戸 一 丁 目 ２ 番

６ 号  

牛  嶋  幸 司 郎  

栄 区 庄 戸 一 丁 目 27 番

12 号  
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水 道 局  

 

水 道 局 告 示 第 ５ 号  

   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 指 定 及 び 徴 収 事 務 の 委 託  

 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  292 号 ） 第 33 条 の ２ で 準 用 す る

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 次 の と お り 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 を 指 定 し 、 徴 収 事 務 を 委 託 し た

。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者  

                 水 道 局 長  山  岡  秀  一  

１  指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称  

  横 浜 ウ ォ ー タ ー 株 式 会 社  

２  指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 事 務 所 の 所 在 地  

  横 浜 市 中 区 相 生 町 ６ 丁 目  113 番 地  

３  指 定 公 金 事 務 取 扱 者 に 委 託 し た 徴 収 事 務 に 係 る 歳 入  

  図 面 の 写 し 交 付 手 数 料  

４  指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 指 定 を し た 日  

  令 和 ６ 年 ４ 月 26 日  

５  徴 収 事 務 の 委 託 を し た 日  

  令 和 ６ 年 ４ 月 26 日  
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水 道 局 公 告 第 ２ 号  

   水 道 局 所 有 地 の 売 払 い に 関 す る 一 般 競 争 入 札 の 施 行  

 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者  

                 水 道 局 長  山  岡  秀  一  

１  競 争 入 札 に 付 す る 事 項  

 (1)  件 名  

   水 道 局 所 有 地 の 売 払 い  

 (2)  物 件 の 所 在 等  

物 件 番 号  土 地 の 所 在   地 目  
 地  積  

 （ ㎡ ）  

 2838  旭 区 鶴 ケ 峰 一 丁 目 99 番 の 99   宅 地     59.78   

   地 積 欄 は 、 登 記 記 録 上 の 面 積  

 (3)  最 低 売 却 価 格  

   物 件 番 号 2838 番     9,180,000 円  

 (4)  入 札 に 付 す 条 件  

   市 有 地 公 募 売 却 事 業 一 般 競 争 入 札 売 払 募 集 要 領 （ 以 下 「 募 集  

  要 領 」 と い う 。 ） に よ る 。  

２  入 札 参 加 資 格  

 (1)  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  238 条 の ３ の 規 定 に 該

当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 (2)  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  167 条 の ４ の 規

定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 (3)  横 浜 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 23 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 51 号 ） 第

２ 条 又 は 第 ７ 条 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 (4)  神 奈 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 22 年 神 奈 川 県 条 例 第 75 条 ） 第

23 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 違 反 す る 事 実 が な い 者 で あ る こ と 。  

 (5)  無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 平 成

11 年 法 律 第  147 号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 処 分 を 受 け て い る 団

体 若 し く は そ の 代 表 者 、 主 幹 者 そ の 他 の 構 成 員 又 は 当 該 構 成 員

を 含 む 団 体 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

３  募 集 要 領 の 交 付  

 (1)  交 付 期 間  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日 か ら 令 和 ６ 年 ６ 月 24 日 ま で （ 日 曜 日 、 土 曜

日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23 年 法 律 第  178 号 ） に 規

定 す る 休 日 を 除 く 午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 15 分 ま で ）  

 (2)  交 付 場 所  

   中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ シ リ テ ィ  



                     横 浜 市 報  定期第 167 号 令和６年５月24日 

108 

   マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課  

   電 話  045(671)2264 

   横 浜 市 水 道 局 事 業 推 進 部 資 産 活 用 課  

   電 話  045(671)3658 

４  入 札 参 加 申 込 の 受 付  

 (1)  受 付 期 間  

   令 和 ６ 年 ６ 月 11 日 か ら 令 和 ６ 年 ６ 月 24 日 ま で 必 着  

 (2)  受 付 場 所  

   中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ シ リ テ ィ  

   マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課  

   電 話  045(671)2264 

 (3)  受 付 方 法  

   書 留 郵 便  

５  入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所  

 (1)  入 札  

   令 和 ６ 年 ７ 月 12 日 ま で  

   書 留 郵 便 で 必 着  

   （ 宛 先 ） 中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

       横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ  

       シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ  

       ン ト 推 進 課  

 (2)  開 札  

   令 和 ６ 年 ７ 月 18 日  

   （ 所 在 ） 中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  18 階  

   （ 会 場 名 ） 横 浜 市 役 所 会 議 室  み な と １ 、 ２ 、 ３  

６  入 札 保 証 金  

  入 札 者 は 、 入 札 金 額 の  100 分 の ５ 以 上 の 入 札 保 証 金 を 、 横 浜 市

水 道 局 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ り 入 札 日 前 日 ま で に 横 浜 市 水 道

局 出 納 取 扱 金 融 機 関 又 は 横 浜 市 水 道 局 収 納 取 扱 金 融 機 関 に 納 付 し

な け れ ば な ら な い 。  

７  入 札 の 無 効  

  次 の 入 札 は 無 効 と す る 。  

 (1)  第 ２ 項 の 資 格 条 件 を 満 た さ な い 者 が 行 っ た 入 札  

 (2)  募 集 要 領 に お け る 入 札 要 領 第 ８ 条 に 定 め る 入 札  

８  契 約 書 作 成 の 要 否  

  横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者 が 定 め る 売 買 契 約 書 に よ る 契 約 書 の 作 成

を 要 す る 。  
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交 通 局  

 

 横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 在 宅 型 テ レ ワ ー ク 勤 務 規 程 を 廃 止 す る 規 程

を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者  

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

交 通 局 規 程 第 17 号  

   横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 在 宅 型 テ レ ワ ー ク 勤 務 規 程 を 廃 止  

   す る 規 程  

 横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 在 宅 型 テ レ ワ ー ク 勤 務 規 程 （ 令 和 ３ 年 ３ 月

１ 日 交 通 局 規 程 第 ３ 号 ） を 廃 止 す る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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医 療 局 病 院 経 営 本 部  

 

医 療 局 病 院 経 営 本 部 告 示 第 ５ 号  

   横 浜 市 立 市 民 病 院 診 療 費 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 収 納 事 務  

   の 委 託  

 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  292 号 ） 第 33 条 の ２ の 規 定 に よ

り 、 横 浜 市 立 市 民 病 院 診 療 費 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 収 納 事 務 を 次 の

と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

              横 浜 市 病 院 事 業 管 理 者  

              病 院 経 営 本 部 長  鈴  木  宏  昌   

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地    委 託 し た 期 間  

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ ニ コ ス

株 式 会 社  

代 表 取 締 役  

 角  田  典  彦  

東 京 都 文 京 区 本 郷 ３

丁 目 33 番 ５ 号  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  
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医 療 局 病 院 経 営 本 部 告 示 第 ６ 号  

   横 浜 市 立 市 民 病 院 診 療 費 未 収 債 権 回 収 業 務 の 委 託  

 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  292 号 ） 第 33 条 の ２ の 規 定 に よ

り 、 横 浜 市 立 市 民 病 院 診 療 費 未 収 債 権 回 収 業 務 を 次 の と お り 委 託 し

た 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 24 日  

              横 浜 市 病 院 事 業 管 理 者  

              病 院 経 営 本 部 長  鈴  木  宏  昌  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地    委 託 し た 期 間  

弁 護 士 法 人 エ ジ ソ

ン 法 律 事 務 所  

社 員  

 大  達  一  賢  

東 京 都 千 代 田 区 神 田

錦 町 １ 丁 目 ８ 番 地 11  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  
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区 選 挙 管 理 委 員 会  

 

神 奈 川 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ３ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 19 日  

               横 浜 市 神 奈 川 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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西 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 19 日  

                 横 浜 市 西 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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港 南 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ３ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 19 日  

                横 浜 市 港 南 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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保 土 ケ 谷 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 19 日  

              横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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旭 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 19 日  

                 横 浜 市 旭 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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磯 子 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 19 日  

                横 浜 市 磯 子 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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金 沢 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 19 日  

                横 浜 市 金 沢 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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港 北 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 19 日  

                横 浜 市 港 北 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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緑 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ３ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 19 日  

                 横 浜 市 緑 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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青 葉 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 19 日  

                横 浜 市 青 葉 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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栄 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ３ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 19 日  

                 横 浜 市 栄 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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瀬 谷 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 19 日  

                横 浜 市 瀬 谷 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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鶴 見 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 22 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 22 日  

                横 浜 市 鶴 見 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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中 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 22 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 22 日  

                 横 浜 市 中 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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南 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ４ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 22 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 22 日  

                 横 浜 市 南 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  

 



                     横 浜 市 報  定期第 167 号 令和６年５月24日 

127 

都 筑 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 22 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 22 日  

                横 浜 市 都 筑 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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戸 塚 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ４ 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 22 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 22 日  

                横 浜 市 戸 塚 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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泉 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 21 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 21 日  

                 横 浜 市 泉 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日  
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人 事 委 員 会  

 

 公 益 的 法 人 等 へ の 横 浜 市 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ４ 月 30 日  

                     横 浜 市 人 事 委 員 会  

横 浜 市 人 事 委 員 会 規 則 第 11 号 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 30 日 掲 示 済 ）  

   公 益 的 法 人 等 へ の 横 浜 市 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 の 一  

   部 を 改 正 す る 規 則  

 公 益 的 法 人 等 へ の 横 浜 市 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 14 年 ２

月 横 浜 市 人 事 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 １ 項 第 ９ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 (9)  公 益 財 団 法 人 横 浜 市 観 光 協 会  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ６ 年 ４ 月 22 日 か ら 適 用 す

る 。  
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横 浜 市 人 事 委 員 会 公 告 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 14 日 掲 示 済 ）  

   Ｉ Ｒ Ｉ Ｓ 横 浜 の 職 員 団 体 の 登 録  

 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  261 号 ） 第 53 条 及 び 職 員 団 体 の 登

録 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 41 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 36 号 ） 第 ２ 条 の 規 定 に

基 づ き 申 請 の あ っ た Ｉ Ｒ Ｉ Ｓ 横 浜 の 職 員 団 体 の 登 録 に つ い て は 、 職

員 団 体 登 録 簿 に 次 の と お り 登 録 し た の で 、 職 員 団 体 の 登 録 等 に 関 す

る 規 則 （ 平 成 ６ 年 ９ 月 横 浜 市 人 事 委 員 会 規 則 第 12 号 ） 第 ８ 条 の 規 定

に 基 づ き 公 告 す る 。  

   令 和 ６ 年 ５ 月 14 日  

                     横 浜 市 人 事 委 員 会  

１  名 称          Ｉ Ｒ Ｉ Ｓ 横 浜  

２  登 録 年 月 日       令 和 ６ 年 ５ 月 14 日  

３  登 録 番 号        第 19 号  

４  連 合 体 ・ 非 連 合 体 の 別  非 連 合 体  

５  法 人 ・ 非 法 人 の 別    非 法 人  
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正 誤  

 

 令 和 ６ 年 定 期 第  162 号 30 ペ ー ジ 上 か ら 24 行 目 及 び 30 行 目 「 中 区 本

牧 ふ 頭 」 は 「 同 」 の 誤 り 。  

 令 和 ６ 年 号 外 第 ５  83 ペ ー ジ の 表 中  

「  

財 政 局  主 税 部

徴 収 対

策 課  

―  ―  午 前 ９

時 30 分

か ら 午

後 ４ 時

45 分 ま

で  

午 後 零

時 か ら

午 後 １

時 ま で  

―  日 曜 日

及 び 土

曜 日  

フ ァ シ

リ テ ィ

マ ネ ジ

メ ン ト

推 進 部

フ ァ シ

リ テ ィ

マ ネ ジ

メ ン ト

推 進 課  

―  ―  午 前 ８

時 30 分

か ら 午

後 ５ 時

15 分 ま

で  

午 後 零

時 か ら

午 後 １

時 ま で  

―  日 曜 日

、 土 曜

日 及 び

月 曜 日

か ら 金

曜 日 ま

で の 間

で あ ら

か じ め

課 長 が

指 定 す

る １ 日  

に ぎ わ

い ス ポ

ー ツ 文

化 局  

総 務 部

総 務 課  

―  ―  午 前 ８

時 30 分

か ら 午

後 ５ 時

15 分 ま

で  

午 後 零

時 か ら

午 後 １

時 ま で  

―  日 曜 日

、 土 曜

日 及 び

月 曜 日

か ら 金

曜 日 ま

で の 間

で あ ら

か じ め

課 長 が

指 定 す

る １ 日  

                             」  

は  

「  

財 政 局  主 税 部

徴 収 対

策 課  

―  ―  午 前 ９

時 30 分

か ら 午

後 ４ 時

45 分 ま

で  

午 後 零

時 か ら

午 後 １

時 ま で  

―  日 曜 日

及 び 土

曜 日  
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フ ァ シ

リ テ ィ

マ ネ ジ

メ ン ト

推 進 部

フ ァ シ

リ テ ィ

マ ネ ジ

メ ン ト

推 進 課  

―  ―  午 前 ８

時 30 分

か ら 午

後 ５ 時

15 分 ま

で  

午 後 零

時 か ら

午 後 １

時 ま で  

―  日 曜 日

、 土 曜

日 及 び

月 曜 日

か ら 金

曜 日 ま

で の 間

で あ ら

か じ め

課 長 が

指 定 す

る １ 日  

市 民 局  総 務 部

広 聴 相

談 課  

―  ―  午 前 ８

時 30 分

か ら 午

後 ５ 時

15 分 ま

で  

勤 務 時

間 の 途

中 に １

時 間 を

与 え る

。  

―  日 曜 日

、 土 曜

日 及 び

月 曜 日

か ら 金

曜 日 ま

で の 間

で あ ら

か じ め

課 長 が

指 定 す

る １ 日  

区 政 支

援 部 地

域 施 設

課  

―  ―  午 前 ８

時 30 分

か ら 午

後 ５ 時

15 分 ま

で  

午 後 零

時 か ら

午 後 １

時 ま で  

―  日 曜 日

、 土 曜

日 及 び

月 曜 日

か ら 金

曜 日 ま

で の 間

で あ ら

か じ め

課 長 が

指 定 す

る １ 日  

窓 口 サ

ー ビ ス

部 窓 口

サ ー ビ

ス 課  

―  ―  午 前 ８

時 30 分

か ら 午

後 ５ 時

15 分 ま

で  

午 後 零

時 か ら

午 後 １

時 ま で  

―  日 曜 日

、 土 曜

日 及 び

月 曜 日

か ら 金

曜 日 ま

で の 間

で あ ら

か じ め

課 長 が

指 定 す

る １ 日   
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に ぎ わ

い ス ポ

ー ツ 文

化 局  

総 務 部

総 務 課  

―  ―  午 前 ８

時 30 分

か ら 午

後 ５ 時

15 分 ま

で  

午 後 零

時 か ら

午 後 １

時 ま で  

―  日 曜 日

、 土 曜

日 及 び

月 曜 日

か ら 金

曜 日 ま

で の 間

で あ ら

か じ め

課 長 が

指 定 す

る １ 日  

                             」  

の 誤 り 。  

 令 和 ６ 年 号 外 第 ５   236 ペ ー ジ 表 中  

「  

デ ジ タ ル 統 括 本

部  

１  行 政 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 、 住 民 情 報 系 シ

ス テ ム 及 び ネ ッ ト ワ ー ク の 保 全 に 関 す る

こ と 。  

２  他 局 に 対 す る 応 援 に 関 す る こ と 。  

                             」  

は  

「  

デ ジ タ ル 統 括 本

部  

１  行 政 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 、 住 民 情 報 系 シ

ス テ ム 及 び ネ ッ ト ワ ー ク の 保 全 に 関 す る

こ と 。  

２  他 局 に 対 す る 応 援 に 関 す る こ と 。  

                             」  

の 誤 り 。  

 令 和 ６ 年 定 期 第  163 号 71 ペ ー ジ 上 か ら 20 行 目 「 異 動 日 後 に 第 １ 号

又 は 第 ３ 号 に 掲 げ る 職 員 と な っ た 者 に あ っ て は 、 当 該 職 員 と な っ た

日 」 は 「 異 動 日 後 に 第 １ 号 又 は 第 ３ 号 に 掲 げ る 職 員 に な っ た 者 に あ

っ て は 、 当 該 職 員 と な っ た 日 」 の 誤 り 。  

 令 和 ６ 年 定 期 第  163 号 71 ペ ー ジ 上 か ら 35 行 目 「 ４ 条 」 は 「 ５ 条 」

の 誤 り 。  


